
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
七
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
本
診
療
料
の
施
設

基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
の
一
の

、
第
八
の
七
の
四
、
第
八
の
十
の

、
第
八
の
十
九
の
二
、
第
八
の
二
十

(5)

(1)

七
の

、
第
八
の
三
十
一
の

の
ニ
、
第
八
の
三
十
二
の

の
へ
及
び
第
八
の
三
十
五
の
二
の

の
ニ
の
規
定
は
平
成

(2)

(1)

(1)

(1)

二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
五
の
二
の

か
ら

ま
で
、
第
五
の
五
の

か
ら

ま
で
及
び
第
五
の
六
の

(8)

(11)

(5)

(8)

(5)

か
ら

ま
で
並
び
に
別
表
第
二
第
二
十
号
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
三
の
三
及
び
七
並
び
に
第
九
の

(8)

十
六
の

の
規
定
は
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(4)
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

本
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一

届
出
の
通
則

一

保
険
医
療
機
関
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保

険
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
第
二
か
ら
第
十
ま
で
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
従
い
、
適
正
に
届
出

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二

保
険
医
療
機
関
は
、
届
出
を
行
っ
た
後
に
、
当
該
届
出
に
係
る
内
容
と
異
な
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
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や
か
に
届
出
の
内
容
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三

届
出
の
内
容
又
は
届
出
の
変
更
の
内
容
が
第
二
か
ら
第
十
ま
で
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
届
出
又
は
届
出
の
変
更
は
無
効
で
あ
る
こ
と
。

四

届
出
に
つ
い
て
は
、
届
出
を
行
う
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局

長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方

厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
二

施
設
基
準
の
通
則

一

地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
当
該
届
出
を
行
う
前
六
月
間
に
お
い
て
当
該
届
出
に
係
る
事
項
に
関
し
、
不
正
又

は
不
当
な
届
出
（
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

二

地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
当
該
届
出
を
行
う
前
六
月
間
に
お
い
て
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基

準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
第
三
に
規
定

す
る
基
準
に
違
反
し
た
こ
と
が
な
く
、
か
つ
現
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
当
該
届
出
を
行
う
前
六
月
間
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い

う
。
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
等
の
結
果
、
診
療
内
容
又
は
診
療
報
酬
の
請
求
に
関
し
、
不

正
又
は
不
当
な
行
為
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。
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四

地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
当
該
届
出
を
行
う
時
点
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
患
者
数
の
基

準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
入
院
基
本
料
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
号
）

に
規
定
す
る
入
院
患
者
数
の
基
準
に
該
当
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
医
師
等
の
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
保
険
医

療
機
関
で
な
い
こ
と
。

第
三

初
・
再
診
料
の
施
設
基
準
等

一

医
科
初
診
料
、
医
科
再
診
料
及
び
外
来
診
療
料
並
び
に
歯
科
初
診
料
の
時
間
外
加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
時
間

当
該
地
域
に
お
い
て
一
般
の
保
険
医
療
機
関
が
概
ね
診
療
応
需
の
態
勢
を
解
除
し
た
後
、
翌
日
に
診
療
応
需
の

態
勢
を
再
開
す
る
ま
で
の
時
間
（
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
）
及
び
休
日
を
除
く
。

）
二

医
科
初
診
料
の
夜
間
・
早
朝
等
加
算
の
施
設
基
準

一
週
当
た
り
の
診
療
時
間
が
三
十
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

医
科
初
診
料
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

他
の
病
院
又
は
診
療
所
等
か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介
が
な
い
患
者
（
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

も
の
を
除
く
。
）

四

医
科
再
診
料
の
外
来
管
理
加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
検
査
及
び
計
画
的
な
医
学
管
理
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厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
検
査

(1)

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表

（
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
の
第
２
章
第
３
部
第
３
節
生
体
検
査
料
に
掲
げ
る
検
査
の
う
ち
、
（
超

音
波
検
査
等
）
、
（
脳
波
検
査
等
）
、
（
神
経
・
筋
検
査
）
、
（
耳
鼻
咽
喉
科
学
的
検
査
）
、
（
眼
科
学
的
検

査
）
、
（
負
荷
試
験
等
）
、
（
ラ
ジ
オ
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
を
用
い
た
諸
検
査
）
及
び
（
内
視
鏡
検
査
）
の
各
区
分

に
掲
げ
る
も
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
計
画
的
な
医
学
管
理

(2)

入
院
中
の
患
者
以
外
の
患
者
に
対
し
て
、
慢
性
疼
痛
疾
患
管
理
並
び
に
一
定
の
検
査
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

と
う

ン
、
精
神
科
専
門
療
法
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
及
び
放
射
線
治
療
を
行
わ
ず
、
懇
切
丁
寧
な
説
明
が
行
わ
れ
る

医
学
管
理

五

時
間
外
対
応
加
算
の
施
設
基
準

時
間
外
対
応
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
表
示
す
る
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等

に
よ
り
療
養
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
原
則
と
し
て
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
常
時
対

応
で
き
る
体
制
に
あ
る
こ
と
。

時
間
外
対
応
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)
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当
該
保
険
医
療
機
関
の
表
示
す
る
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等

に
よ
り
療
養
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
原
則
と
し
て
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
対
応
で
き

る
体
制
に
あ
る
こ
と
。

時
間
外
対
応
加
算
３
の
施
設
基
準

(3)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
表
示
す
る
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等

に
よ
り
療
養
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
他
の
保
険
医
療
機
関
と
の
連

携
に
よ
り
対
応
で
き
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

明
細
書
発
行
体
制
等
加
算
の
施
設
基
準

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三

(1)
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た

請
求
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項

(2)
に
規
定
す
る
明
細
書
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及

び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
明
細
書

を
患
者
に
無
償
で
交
付
し
て
い
る
こ
と
。

の
体
制
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。

(3)

(2)
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七

外
来
診
療
料
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

当
該
病
院
が
他
の
病
院
（
二
百
床
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
診
療
所
に
対
し
て
文
書
に
よ
る
紹
介
を
行
う

旨
の
申
出
を
行
っ
て
い
る
患
者
（
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

八

地
域
歯
科
診
療
支
援
病
院
歯
科
初
診
料
の
施
設
基
準

常
勤
の
歯
科
医
師
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

看
護
師
及
び
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

歯
科
衛
生
士
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

(4)
イ

歯
科
医
療
を
担
当
す
る
病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
病
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
当
該
歯
科
医
療
に
つ
い
て
の
紹
介

率
（
別
の
保
険
医
療
機
関
か
ら
文
書
に
よ
り
紹
介
等
さ
れ
た
患
者
（
当
該
病
院
と
特
別
の
関
係
に
あ
る
保
険

医
療
機
関
等
か
ら
紹
介
等
さ
れ
た
患
者
を
除
く
。
）
の
数
を
初
診
患
者
（
当
該
保
険
医
療
機
関
が
表
示
す
る

診
療
時
間
以
外
の
時
間
、
休
日
又
は
深
夜
に
受
診
し
た
六
歳
未
満
の
初
診
患
者
を
除
く
。
）
の
総
数
で
除
し

て
得
た
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

歯
科
医
療
を
担
当
す
る
病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
当
該
歯
科
医
療
に
つ
い
て
の
紹
介
率
が
百

分
の
二
十
以
上
で
あ
っ
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
手
術
の
一
年
間
の
実
施
件
数
の
総
数
が
三
十
件
以
上
で
あ
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る
こ
と
。

ハ

歯
科
医
療
を
担
当
す
る
病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
歯
科
医
療
を
担
当
す
る
他
の
保
険
医
療

機
関
に
お
い
て
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
二
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
歯
科
点
数
表
」
と
い
う
。

）
の
初
診
料
の
注
６
若
し
く
は
再
診
料
の
注
４
に
規
定
す
る
加
算
又
は
歯
科
点
数
表
の
歯
科
訪
問
診
療
料
を

算
定
し
た
患
者
で
あ
っ
て
、
当
該
他
の
保
険
医
療
機
関
か
ら
文
書
に
よ
り
診
療
情
報
の
提
供
を
受
け
て
当
該

保
険
医
療
機
関
の
外
来
診
療
部
門
に
お
い
て
歯
科
医
療
を
行
っ
た
も
の
の
月
平
均
患
者
数
が
五
人
以
上
で
あ

る
こ
と
。

ニ

歯
科
医
療
を
担
当
す
る
病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
歯
科
点
数
表
の
初
診
料
の
注
６
又
は
再

診
料
の
注
４
に
規
定
す
る
加
算
を
算
定
し
た
患
者
の
月
平
均
患
者
数
が
三
十
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
地
域
に
お
い
て
、
歯
科
医
療
を
担
当
す
る
別
の
保
険
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

(5)
と
。

九

歯
科
外
来
診
療
環
境
体
制
加
算
の
施
設
基
準

歯
科
外
来
診
療
に
お
け
る
医
療
安
全
対
策
に
係
る
研
修
を
受
け
た
常
勤
の
歯
科
医
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ

(1)
て
い
る
こ
と
。

歯
科
衛
生
士
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

緊
急
時
の
対
応
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)



八
頁

医
療
安
全
対
策
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(4)

歯
科
診
療
に
係
る
医
療
安
全
対
策
に
係
る
院
内
掲
示
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

(5)
十

歯
科
診
療
特
別
対
応
連
携
加
算
の
施
設
基
準

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

(1)
イ

歯
科
点
数
表
の
地
域
歯
科
診
療
支
援
病
院
歯
科
初
診
料
に
係
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方

厚
生
局
長
等
に
届
け
出
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

ロ

歯
科
医
療
を
担
当
す
る
保
険
医
療
機
関
（
診
療
所
（
医
療
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
歯
科
点
数
表
の
初
診

料
の
注
６
又
は
再
診
料
の
注
４
に
規
定
す
る
加
算
を
算
定
し
た
外
来
患
者
の
月
平
均
患
者
数
が
二
十
人
以
上

で
あ
る
こ
と
。

障
害
者
で
あ
る
患
者
に
と
っ
て
安
心
で
安
全
な
歯
科
医
療
の
提
供
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
機
器
等
を
有
し
て

(2)
い
る
こ
と
。

緊
急
時
に
円
滑
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
医
科
診
療
を
担
当
す
る
他
の
保
険
医
療
機
関
（
病
院
に
限
る
。
）
と

(3)
の
連
携
体
制
（
歯
科
診
療
及
び
歯
科
診
療
以
外
の
診
療
を
併
せ
て
行
う
病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
に
あ
っ
て

は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
医
科
診
療
科
と
の
連
携
体
制
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
三
の
二

入
院
基
本
料
又
は
特
定
入
院
料
を
算
定
せ
ず
、
短
期
滞
在
手
術
基
本
料
３
を
算
定
す
る
患
者



九
頁

別
表
第
十
一
の
三
に
掲
げ
る
手
術
を
実
施
す
る
患
者
で
あ
っ
て
、
入
院
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
ま
で
の
期

間
の
も
の

第
四

入
院
診
療
計
画
、
院
内
感
染
防
止
対
策
、
医
療
安
全
管
理
体
制
、

褥

瘡
対
策
及
び
栄
養
管
理
体
制
の
基
準

じ
よ
く
そ
う

一

入
院
診
療
計
画
の
基
準

医
師
、
看
護
師
等
の
共
同
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
入
院
診
療
計
画
で
あ
る
こ
と
。

(1)

病
名
、
症
状
、
推
定
さ
れ
る
入
院
期
間
、
予
定
さ
れ
る
検
査
及
び
手
術
の
内
容
並
び
に
そ
の
日
程
、
そ
の
他

(2)
入
院
に
関
し
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た
総
合
的
な
入
院
診
療
計
画
で
あ
る
こ
と
。

患
者
が
入
院
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
、
当
該
患
者
に
対
し
、
当
該
入
院
診
療
計
画
が
文
書
に
よ

(3)
り
交
付
さ
れ
、
説
明
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

院
内
感
染
防
止
対
策
の
基
準

メ
チ
シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
等
の
感
染
を
防
止
す
る
に
つ
き
十
分
な
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(1)

メ
チ
シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
等
の
感
染
を
防
止
す
る
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)
三

医
療
安
全
管
理
体
制
の
基
準

医
療
安
全
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

褥

瘡
対
策
の
基
準

じ
よ
く
そ
う

適
切
な

褥

瘡
対
策
の
診
療
計
画
の
作
成
、
実
施
及
び
評
価
の
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

じ
よ
く
そ
う

(1)



一
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頁

褥

瘡
対
策
を
行
う
に
つ
き
適
切
な
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

じ
よ
く
そ
う

(2)
五

栄
養
管
理
体
制
の
基
準

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
病
院
（
特
別
入
院
基
本
料
等
を
算
定
す
る
病
棟
の
み
を
有
す
る
病
院
を
除
く
。

(1)
）
に
あ
っ
て
は
常
勤
の
管
理
栄
養
士
、
診
療
所
に
あ
っ
て
は
管
理
栄
養
士
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

入
院
患
者
の
栄
養
管
理
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

第
四
の
二

歯
科
点
数
表
第
１
章
基
本
診
療
料
第
２
部
入
院
料
等
通
則
第
６
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
基
準

一

第
四
の
一
か
ら
四
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
栄
養
管
理
体
制
に
関
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
管
理
栄
養
士
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

入
院
患
者
の
栄
養
管
理
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

第
五

病
院
の
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

一

通
則病

院
で
あ
る
こ
と
。

(1)

一
般
病
棟
、
療
養
病
棟
、
結
核
病
棟
又
は
精
神
病
棟
を
そ
れ
ぞ
れ
単
位
（
特
定
入
院
料
に
係
る
入
院
医
療
を

(2)
病
棟
単
位
で
行
う
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
を
除
く
。
）
と
し
て
看
護
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

看
護
又
は
看
護
補
助
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
看
護
職
員
又
は
当
該
保
険
医
療
機
関
の
主
治
医
若
し
く
は

(3)



一
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看
護
師
の
指
示
を
受
け
た
看
護
補
助
者
が
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
施
設
基
準
等
の
う
ち
平
均
在
院
日
数
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
病
棟
の
種
別
ご
と
に
、
保

(4)
険
診
療
に
係
る
入
院
患
者
（
別
表
第
二
に
掲
げ
る
患
者
を
除
く
。
）
を
基
礎
に
計
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
病
棟
（
別
表
第
三
に
掲
げ
る

(5)
治
療
室
、
病
室
及
び
専
用
施
設
を
除
く
。
）
の
種
別
ご
と
に
計
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
（
病
棟
単
位
で
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
場
合
の
看
護
職
員
を
除
く
。
）
又
は

(6)
療
養
病
棟
の
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
（
以
下
「
看
護
要
員
」
と
い
う
。
）
（
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
１
の

施
設
基
準
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
、
第
十
一
の
八
に
規
定
す
る
病
棟
及
び
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る

病
棟
の
看
護
要
員
を
除
く
。
）
の
一
人
当
た
り
の
月
平
均
夜
勤
時
間
数
が
七
十
二
時
間
以
下
で
あ
る
こ
と
等
、

看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の
労
働
時
間
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
対
一
入
院
基
本
料
、
十
対
一
入
院
基
本
料
又
は
十
三
対
一
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
お
け
る
夜
勤

(7)
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
一
を
含
む
二
以
上
の
数
の
看
護
職
員
が
行
う
こ
と
。

現
に
看
護
を
行
っ
て
い
る
病
棟
ご
と
の
看
護
職
員
の
数
と
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
と
の
割
合
を
当
該
病

(8)
棟
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。

二

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)



一
二
頁

イ

七
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
十
八
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

④

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
五
分
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
（
救
命
救
急
入

院
料
を
算
定
す
る
治
療
室
を
有
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
を
除
く
。
）
。

⑤

常
勤
の
医
師
の
員
数
が
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
数
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。



一
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③

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
一
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

④

当
該
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
の
看
護
必
要
度
等
に
つ
い
て
継
続
的
に
測
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

基
づ
き
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ハ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
四
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ニ

十
五
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。



一
四
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③

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
六
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

(2)

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
一
人
当
た
り
の
月
平
均
夜
勤
時
間
数
が
七
十
二
時
間
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

(3)

当
該
保
険
医
療
機
関
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

七
対
一
特
別
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
、
結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
七
対
一
特
別
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
又
は
精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
し
た
こ
と
の
あ
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
場
合

看
護
必
要
度
加
算
の
施
設
基
準

(4)
イ

看
護
必
要
度
加
算
１
の
施
設
基
準

①

十
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

②

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
五
分
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

看
護
必
要
度
加
算
２
の
施
設
基
準

①

十
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

②

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

一
般
病
棟
看
護
必
要
度
評
価
加
算
の
施
設
基
準

(5)



一
五
頁

イ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
加
算
を
算
定
す
る
患
者
に
つ
い
て
測
定
し
た
看
護
必
要
度
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
病
棟
に
お
け
る

看
護
必
要
度
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
８
本
文
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
等
に
あ
る
患
者

(6)

別
表
第
四
に
掲
げ
る
患
者

特
定
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
る
画
像
診
断
及
び
処
置
並
び
に
含
ま
れ
な
い
薬
剤
及
び
注
射
薬

(7)

特
定
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
患
者
に
対
し
て
行
っ
た
別
表
第
五
に
掲
げ
る
画
像
診
断
及
び
処
置
の
費
用
（

フ
ィ
ル
ム
の
費
用
を
含
む
。
）
は
、
当
該
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
別
表
第
五
の
一
の
二
に
掲
げ

る
薬
剤
及
び
注
射
薬
の
費
用
は
、
当
該
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
療
機
関

(8)

10

当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
を
退
院
す
る
患
者
（
退
院
日
に
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本

料
等
を
含
む
。
）
を
算
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
占
め
る
、
午
前
中
に
退
院
す
る
も
の
の
割
合
が
九
割
以
上

で
あ
る
保
険
医
療
機
関

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

(9)

10

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
患
者

イ

当
該
病
棟
に
三
十
日
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
者



一
六
頁

ロ

午
前
中
に
退
院
す
る
者

ハ

当
該
退
院
日
に
お
い
て
、
処
置
（
所
定
点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
手
術
を
行
っ
て
い
な
い
者

ニ

退
院
調
整
加
算
又
は
新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
退
院
調
整
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い
者

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
療
機
関

（10）

11

当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
に
入
院
す
る
患
者
（
入
院
日
に
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本

料
等
を
含
む
。
）
を
算
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
占
め
る
金
曜
日
に
入
院
す
る
も
の
の
割
合
と
、
当
該
保
険

医
療
機
関
の
一
般
病
棟
を
退
院
す
る
患
者
（
退
院
日
に
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料
等
を
含
む
。

）
を
算
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
占
め
る
月
曜
日
に
退
院
す
る
も
の
の
割
合
の
合
計
が
十
分
の
四
以
上
で
あ

る
保
険
医
療
機
関

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日

（11）

11

当
該
病
棟
に
金
曜
日
に
入
院
す
る
患
者
に
係
る
入
院
日
の
翌
日
及
び
翌
々
日
（
当
該
患
者
が
、
処
置
（
所

定
点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。

）
又
は
手
術
を
行
わ
な
い
日
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
病
棟
を
月
曜
日
に
退
院
す
る
患
者
に
係
る
退
院
日
の
前

日
及
び
前
々
日
（
当
該
患
者
が
、
処
置
（
所
定
点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の

に
限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
手
術
を
行
わ
な
い
日
に
限
る
。
）



一
七
頁

三

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
１
本
文
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
１
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
二
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患

者
の
数
が
二
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

④

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
う
ち
別
表
第
五
の
二
に
掲
げ
る
疾
患
及
び
状
態
に
あ
る
患
者
（
以
下
「
医
療

区
分
三
の
患
者
」
と
い
う
。
）
と
別
表
第
五
の
三
の
一
及
び
二
に
掲
げ
る
疾
患
及
び
状
態
に
あ
る
患
者
並

び
に
同
表
の
三
に
掲
げ
る
患
者
（
以
下
「
医
療
区
分
二
の
患
者
」
と
い
う
。
）
と
の
合
計
が
八
割
以
上
で

あ
る
こ
と
。

⑤

当
該
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
に
係
る

褥

瘡
の
発
生
割
合
等
に
つ
い
て
継
続
的
に
測
定
を
行
い
、

じ
よ
く
そ
う

そ
の
結
果
に
基
づ
き
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。



一
八
頁

⑥

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
に
関
す
る

の
区
分
に
係
る
疾
患
及
び
状
態
等
並
び
に
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
判
定
基
準
に

(2)

よ
る
判
定
結
果
に
つ
い
て
、
療
養
に
要
す
る
費
用
の
請
求
の
際
に
、
併
せ
て
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
２
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟

に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患

者
の
数
が
二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

④

当
該
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
に
係
る

褥

瘡
の
発
生
割
合
等
に
つ
い
て
継
続
的
に
測
定
を
行
い
、

じ
よ
く
そ
う

そ
の
結
果
に
基
づ
き
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

⑤

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
に
関
す
る

の
区
分
に
係
る
疾
患
及
び
状
態
等
並
び
に
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
判
定
基
準
に

(2)

よ
る
判
定
結
果
に
つ
い
て
、
療
養
に
要
す
る
費
用
の
請
求
の
際
に
、
併
せ
て
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
１
本
文
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

(2)
イ

入
院
基
本
料
Ａ



一
九
頁

医
療
区
分
三
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
判
定
基
準
に
よ
る
判
定
が
二
十
三
点
以
上
（
以
下
「
Ａ
Ｄ
Ｌ

区
分
三
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

ロ

入
院
基
本
料
Ｂ

医
療
区
分
三
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
判
定
基
準
に
よ
る
判
定
が
十
一
点
以
上
二
十
三
点
未
満
（
以

下
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
二
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

ハ

入
院
基
本
料
Ｃ

医
療
区
分
三
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
判
定
基
準
に
よ
る
判
定
が
十
一
点
未
満
（
以
下
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
区

分
一
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

ニ

入
院
基
本
料
Ｄ

医
療
区
分
二
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
三
で
あ
る
も
の

ホ

入
院
基
本
料
Ｅ

医
療
区
分
二
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
二
で
あ
る
も
の

ヘ

入
院
基
本
料
Ｆ

医
療
区
分
二
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
一
で
あ
る
も
の

ト

入
院
基
本
料
Ｇ

別
表
第
五
の
二
に
掲
げ
る
疾
患
及
び
状
態
に
あ
る
患
者
並
び
に
別
表
第
五
の
三
の
一
及
び
二
に
掲
げ
る
疾



二
〇
頁

患
及
び
状
態
に
あ
る
患
者
並
び
に
同
表
の
三
に
掲
げ
る
患
者
以
外
の
患
者
（
以
下
「
医
療
区
分
一
の
患
者
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
三
で
あ
る
も
の

チ

入
院
基
本
料
Ｈ

医
療
区
分
一
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
二
で
あ
る
も
の

リ

入
院
基
本
料
Ｉ

医
療
区
分
一
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
一
で
あ
る
も
の

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
る
費
用
並
び
に
含
ま
れ
な
い
薬
剤
及
び
注
射
薬
の
費
用

(3)

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料
を
含
む
。
）
を
算
定
す
る
患
者
に
対
し
て
行
っ
た
検
査
、
投
薬

、
注
射
並
び
に
別
表
第
五
に
掲
げ
る
画
像
診
断
及
び
処
置
の
費
用
（
フ
ィ
ル
ム
の
費
用
を
含
む
。
）
は
、
当
該

入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
五
の
一
の
二
に
掲
げ
る
薬
剤
及
び
注
射
薬
の
費

用
は
、
当
該
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

(4)

別
表
第
五
の
四
に
掲
げ
る
状
態

四

結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
１
本
文
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

七
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準



二
一
頁

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
（
救
命
救
急
入
院
料

を
算
定
す
る
治
療
室
を
有
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
を
除
く
。
）
。

④

常
勤
の
医
師
の
員
数
が
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
数
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑤

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。



二
二
頁

③

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ニ

十
五
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。



二
三
頁

③

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ホ

十
八
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
八
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ヘ

二
十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
二
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。



二
四
頁

③

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

(2)

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
一
人
当
た
り
の
月
平
均
夜
勤
時
間
数
が
七
十
二
時
間
以
下
で
あ
る
こ
と
。

結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

(3)

当
該
保
険
医
療
機
関
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

七
対
一
特
別
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
、
結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
七
対
一
特
別
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
又
は
精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
し
た
こ
と
の
あ
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
場
合

結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
３
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

(4)

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下

「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
等
に
基
づ
き
適
切
に
入
退
院
が

行
わ
れ
て
い
る
患
者
以
外
の
患
者

四
の
二

精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準



二
五
頁

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
四
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

④

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
三
十
以
下
の
患
者
が
五
割

以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
八
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

④

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
三
十
以
下
の
患
者
又
は
身



二
六
頁

体
合
併
症
を
有
す
る
患
者
が
四
割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑤

身
体
疾
患
へ
の
治
療
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

十
五
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

十
八
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
八
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ホ

二
十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数



二
七
頁

が
二
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
本
文
に
規
定
す
る
特
別
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(2)

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
二

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を

行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け
る
夜
勤

を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
補
助
者
が
夜
勤
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
看
護
職
員
の
数
は
一
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

(3)

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
一
人
当
た
り
の
月
平
均
夜
勤
時
間
数
が
七
十
二
時
間
以
下
で
あ
る
こ
と
。

精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

(4)

当
該
保
険
医
療
機
関
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

七
対
一
特
別
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
、
結
核
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
七
対
一
特
別
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
又
は
精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
２
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た
だ
し
書
に
規
定
す
る
十
対
一
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
し
た
こ
と
の
あ
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
場
合

精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
重
度
認
知
症
加
算
の
施
設
基
準

(5)
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け

る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
補
助
者
が
夜
勤
を
行
う

場
合
に
お
い
て
は
看
護
職
員
の
数
は
一
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

重
度
認
知
症
の
状
態
に
あ
り
、
日
常
生
活
を
送
る
上
で
介
助
が
必
要
な
状
態
で
あ
る
こ
と
。

五

特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

一
般
病
棟

①

七
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
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す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
六
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

４

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
五
分
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
（
救
命
救
急

入
院
料
を
算
定
す
る
治
療
室
を
有
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
を
除
く
。
）
。

②

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
八
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

４

当
該
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
の
看
護
必
要
度
等
に
つ
い
て
継
続
的
に
測
定
を
行
い
、
そ
の
結
果

に
基
づ
き
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

結
核
病
棟
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①

七
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
の
看
護
必
要
度
等
に
つ
い
て
継
続
的
に
測
定
を
行
い
、
そ
の
結
果

に
基
づ
き
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

４

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

②

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と



三
一
頁

す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

③

十
三
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各

病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

④

十
五
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
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日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各

病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
患
者
の
適
切
な
服
薬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

ハ

精
神
病
棟

①

七
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
の
平
均
在
院
日
数
が
四
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

４

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
三
十
以
下
の
患
者
が
五
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割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

②

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
の
平
均
在
院
日
数
が
四
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

４

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
三
十
以
下
の
患
者
が
五

割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

③

十
三
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各

病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
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と
す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

３

当
該
病
棟
の
平
均
在
院
日
数
が
八
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

４

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
三
十
以
下
の
患
者
又
は

身
体
合
併
症
を
有
す
る
患
者
が
四
割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

５

身
体
疾
患
へ
の
治
療
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

④

十
五
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

１

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各

病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

２

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

(2)

感
染
症
法
第
十
九
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
等
に
基
づ
き
適
切
に
入
退
院
が
行
わ
れ
て
い
る

患
者
以
外
の
患
者
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特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
重
度
認
知
症
加
算
の
施
設
基
準

(3)

重
度
認
知
症
の
状
態
に
あ
り
、
日
常
生
活
を
送
る
上
で
介
助
が
必
要
な
状
態
で
あ
る
こ
と
。

看
護
必
要
度
加
算
の
施
設
基
準

(4)
イ

看
護
必
要
度
加
算
１
の
施
設
基
準

①

十
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
（
一
般
病
棟
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

②

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
五
分
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

看
護
必
要
度
加
算
２
の
施
設
基
準

①

十
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
（
一
般
病
棟
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

②

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
注
７
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
療
機
関

(5)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
を
退
院
す
る
患
者
（
退
院
日
に
特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
占
め
る
、
午
前
中
に
退
院
す
る
も
の
の
割
合
が
九
割
以
上
で
あ
る
保
険
医
療
機
関

特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
注
７
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

(6)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
患
者

イ

当
該
病
棟
に
三
十
日
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
者

ロ

午
前
中
に
退
院
す
る
者
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ハ

当
該
退
院
日
に
お
い
て
、
処
置
（
所
定
点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
手
術
を
行
っ
て
い
な
い
者

ニ

退
院
調
整
加
算
又
は
新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
退
院
調
整
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い
者

特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
注
８
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
療
機
関

(7)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
に
入
院
す
る
患
者
（
入
院
日
に
特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
占
め
る
金
曜
日
に
入
院
す
る
も
の
の
割
合
と
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
を
退
院

す
る
患
者
（
退
院
日
に
特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
占
め
る
月
曜
日
に
退
院

す
る
も
の
の
割
合
の
合
計
が
十
分
の
四
以
上
で
あ
る
保
険
医
療
機
関

特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
の
注
８
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日

(8)

当
該
病
棟
に
金
曜
日
に
入
院
す
る
患
者
に
係
る
入
院
日
の
翌
日
及
び
翌
々
日
（
当
該
患
者
が
、
処
置
（
所
定

点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

又
は
手
術
を
行
わ
な
い
日
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
病
棟
を
月
曜
日
に
退
院
す
る
患
者
に
係
る
退
院
日
の
前
日

及
び
前
々
日
（
当
該
患
者
が
、
処
置
（
所
定
点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
手
術
を
行
わ
な
い
日
に
限
る
。
）

六

専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

通
則

(1)
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頁

専
門
病
院
は
、
主
と
し
て
悪
性
腫
瘍
患
者
又
は
循
環
器
疾
患
患
者
を
当
該
病
院
の
一
般
病
棟
に
七
割
以
上
入

院
さ
せ
、
高
度
か
つ
専
門
的
な
医
療
を
行
っ
て
い
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
注
１
本
文
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(2)
イ

七
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
八
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

④

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
五
分
以
上
（
一
般
病
棟
に
お
い
て
悪
性
腫
瘍
患
者
を
七
割

以
上
入
院
さ
せ
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
に
あ
っ
て
は
、
一
割
以
上
）
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
（

救
命
救
急
入
院
料
を
算
定
す
る
治
療
室
を
有
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
を
除
く
。
）
。

⑤

常
勤
の
医
師
の
員
数
が
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
数
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
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が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
平
均
在
院
日
数
が
三
十
三
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

④

当
該
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
の
看
護
必
要
度
等
に
つ
い
て
継
続
的
に
測
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

基
づ
き
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ハ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
平
均
在
院
日
数
が
三
十
六
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

看
護
必
要
度
加
算
の
施
設
基
準

(3)
イ

看
護
必
要
度
加
算
１
の
施
設
基
準
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①

十
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

②

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
五
分
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

看
護
必
要
度
加
算
２
の
施
設
基
準

①

十
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

②

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

一
般
病
棟
看
護
必
要
度
評
価
加
算
の
施
設
基
準

(4)
イ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
加
算
を
算
定
す
る
患
者
に
つ
い
て
測
定
し
た
看
護
必
要
度
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
病
棟
に
お
け
る

看
護
必
要
度
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
注
６
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
療
機
関

(5)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
を
退
院
す
る
患
者
（
退
院
日
に
専
門
病
院
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
占
め
る
、
午
前
中
に
退
院
す
る
も
の
の
割
合
が
九
割
以
上
で
あ
る
保
険
医
療
機
関

専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
注
６
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

(6)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
患
者

イ

当
該
病
棟
に
三
十
日
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
者

ロ

午
前
中
に
退
院
す
る
者
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ハ

当
該
退
院
日
に
お
い
て
、
処
置
（
所
定
点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
手
術
を
行
っ
て
い
な
い
者

ニ

退
院
調
整
加
算
又
は
新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
退
院
調
整
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い
者

専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
注
７
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
療
機
関

(7)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
に
入
院
す
る
患
者
（
入
院
日
に
専
門
病
院
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
占
め
る
金
曜
日
に
入
院
す
る
も
の
の
割
合
と
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
一
般
病
棟
を
退
院
す
る

患
者
（
退
院
日
に
専
門
病
院
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
占
め
る
月
曜
日
に
退
院
す
る
も
の

の
割
合
の
合
計
が
十
分
の
四
以
上
で
あ
る
保
険
医
療
機
関

専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
注
７
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日

(8)

当
該
病
棟
に
金
曜
日
に
入
院
す
る
患
者
に
係
る
入
院
日
の
翌
日
及
び
翌
々
日
（
当
該
患
者
が
、
処
置
（
所
定

点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

又
は
手
術
を
行
わ
な
い
日
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
病
棟
を
月
曜
日
に
退
院
す
る
患
者
に
係
る
退
院
日
の
前
日

及
び
前
々
日
（
当
該
患
者
が
、
処
置
（
所
定
点
数
（
医
科
点
数
表
の
第
二
章
第
九
部
第
一
節
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）
が
千
点
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
手
術
を
行
わ
な
い
日
に
限
る
。
）

七

障
害
者
施
設
等
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

通
則

(1)
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障
害
者
施
設
等
一
般
病
棟
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

イ

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児

入
所
施
設
（
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
又
は
重
症
心
身
障
害
児
（
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
重
症
心
身
障
害
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
六
条
の
二
に

規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
に
係
る
一
般
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
一
般
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

①

重
度
の
肢
体
不
自
由
児
（
者
）
（
脳
卒
中
の
後
遺
症
の
患
者
及
び
認
知
症
の
患
者
を
除
く
。
第
八
の
九

の

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
（
脳
卒
中
の
後
遺
症
の
患
者
及
び
認
知
症
の
患

(1)
者
を
除
く
。
第
八
の
九
の

並
び
に
第
九
の
八
の

及
び
十
二
の

の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
重
度
の

(1)

(1)

(1)

意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
、
難
病
患
者
等
を
概
ね
七
割
以
上
入
院
さ
せ
て
い
る
病
棟
で
あ

る
こ
と
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、

常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
が
本

文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
及

び
看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
職
員
一
を
含
む
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
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る
。

障
害
者
施
設
等
入
院
基
本
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(2)
イ

七
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

の
イ
に
該
当
す
る
病
棟
で
あ
っ
て
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は

(1)
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数

以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
う
ち
、
第
八
の
十
の

に
規
定
す
る
超
重
症
の
状
態
の
患
者
と
同

に
規
定

(2)

(3)

す
る
準
超
重
症
の
状
態
の
患
者
と
の
合
計
が
三
割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看

護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
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②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ハ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

十
五
対
一
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数

が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に

看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に

お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

②

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

第
六

診
療
所
の
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

一

通
則診

療
所
で
あ
る
こ
と
。

(1)
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当
該
保
険
医
療
機
関
を
単
位
と
し
て
看
護
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)

看
護
又
は
看
護
補
助
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
看
護
職
員
又
は
当
該
保
険
医
療
機
関
の
主
治
医
若
し
く
は

(3)
看
護
師
の
指
示
を
受
け
た
看
護
補
助
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

現
に
看
護
に
従
事
し
て
い
る
看
護
職
員
の
数
を
当
該
診
療
所
内
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。

(4)
二

有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
１
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
（
療
養
病
床
を
除
く
。
）
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
、
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
２
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
（
療
養
病
床
を
除
く
。
）
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
、
四
以
上
七
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ハ

有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
３
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
（
療
養
病
床
を
除
く
。
）
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
、
一
以
上
四
未
満
で
あ
る
こ
と
。

有
床
診
療
所
一
般
病
床
初
期
加
算
の
施
設
基
準

(2)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

医
科
点
数
表
の
退
院
時
共
同
指
導
料
１
の
１
に
規
定
す
る
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
（
以
下
「
在
宅
療
養
支

援
診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
過
去
一
年
間
に
訪
問
診
療
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ロ

急
性
期
医
療
を
担
う
診
療
所
で
あ
る
こ
と
。

ハ

緩
和
ケ
ア
に
係
る
実
績
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
こ
と
。

夜
間
緊
急
体
制
確
保
加
算
の
施
設
基
準

(3)

入
院
患
者
の
病
状
の
急
変
に
備
え
た
緊
急
の
診
療
提
供
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

医
師
配
置
加
算
の
施
設
基
準

(4)
イ

医
師
配
置
加
算
１
の
施
設
基
準

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

①

当
該
診
療
所
に
お
け
る
医
師
の
数
が
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

②

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

１

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
で
あ
っ
て
、
訪
問
診
療
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

急
性
期
医
療
を
担
う
診
療
所
で
あ
る
こ
と
。

ロ

医
師
配
置
加
算
２
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
に
お
け
る
医
師
の
数
が
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

看
護
配
置
加
算
及
び
夜
間
看
護
配
置
加
算
の
施
設
基
準

(5)
イ

看
護
配
置
加
算
１
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
（
療
養
病
床
を
除
く
。
）
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
、
看
護
師
三
を
含
む
十
以
上
で
あ
る
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こ
と
。

ロ

看
護
配
置
加
算
２
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
（
療
養
病
床
を
除
く
。
）
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
、
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
（
イ
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

ハ

夜
間
看
護
配
置
加
算
１
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
に
お
け
る
夜
間
の
看
護
要
員
の
数
が
、
看
護
職
員
一
を
含
む
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

夜
間
看
護
配
置
加
算
２
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
に
お
け
る
夜
間
の
看
護
職
員
の
数
が
、
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
（
ハ
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）

看
取
り
加
算
の
施
設
基
準

(6)

当
該
診
療
所
に
お
け
る
夜
間
の
看
護
職
員
の
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
の
注
９
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

(7)

当
該
診
療
所
が
、
有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
に
係
る
病
床
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
に
係
る

病
床
の
双
方
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

通
則

(1)
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療
養
病
床
で
あ
る
こ
と
。

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
等

(2)
イ

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

①

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
職
員
の
数
は

、
当
該
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

②

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
補
助
者
の
数

は
、
当
該
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
に
係
る

褥

瘡
の
発
生
割
合
等
に
つ
い
て
継
続
的
に
測
定
を
行
い
、

じ
よ
く
そ
う

そ
の
結
果
に
基
づ
き
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
注
１
本
文
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

①

入
院
基
本
料
Ａ

１

当
該
有
床
診
療
所
の
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
う
ち
医
療
区
分
三
の
患
者
と
医
療
区
分
二
の
患
者
と

の
合
計
が
八
割
未
満
で
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
特
定
患
者
八
割
未
満
の
場
合
」
と
い
う
。

）
に
あ
っ
て
は
、
医
療
区
分
三
の
患
者

２

当
該
有
床
診
療
所
の
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
う
ち
医
療
区
分
三
の
患
者
と
医
療
区
分
二
の
患
者
と

の
合
計
が
八
割
以
上
で
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
特
定
患
者
八
割
以
上
の
場
合
」
と
い
う
。
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）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
た
診
療
所
で

あ
る
保
険
医
療
機
関
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
四
対
一
配
置
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
に
入
院

し
て
い
る
医
療
区
分
三
の
患
者

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
職
員
の

(一)
数
は
、
当
該
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
補
助
者

(二)
の
数
は
、
当
該
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ

と
。

②

入
院
基
本
料
Ｂ

１

特
定
患
者
八
割
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
医
療
区
分
二
の
患
者
（
医
療
区
分
三
の
患
者
を
除
く
。

）
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
三
又
は
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
二
で
あ
る
も
の

２

特
定
患
者
八
割
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
対
一
配
置
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
医
療
区

分
二
の
患
者
（
医
療
区
分
三
の
患
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
三
又
は
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
二
で

あ
る
も
の

③

入
院
基
本
料
Ｃ

１

特
定
患
者
八
割
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
医
療
区
分
二
の
患
者
（
医
療
区
分
三
の
患
者
を
除
く
。
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）
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
一
で
あ
る
も
の

２

特
定
患
者
八
割
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
対
一
配
置
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
医
療
区

分
二
の
患
者
（
医
療
区
分
三
の
患
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
一
で
あ
る
も
の

④

入
院
基
本
料
Ｄ

１

特
定
患
者
八
割
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
医
療
区
分
一
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
三
で
あ

る
も
の

２

特
定
患
者
八
割
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
対
一
配
置
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
医
療
区

分
一
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
三
で
あ
る
も
の

⑤

入
院
基
本
料
Ｅ

１

特
定
患
者
八
割
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
医
療
区
分
一
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
二
又
は

Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
一
で
あ
る
も
の

２

特
定
患
者
八
割
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
対
一
配
置
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
医
療
区

分
一
の
患
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
二
又
は
Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
一
で
あ
る
も
の
、
又
は
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
た
診
療
所
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て

い
る
患
者

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
職
員
の

(一)
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数
は
、
当
該
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
補
助
者

(二)
の
数
は
、
当
該
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ

と
。

ハ

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
る
費
用
並
び
に
含
ま
れ
な
い
薬
剤
及
び
注
射
薬
の
費
用

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料
を
含
む
。
）
を
算
定
す
る
患
者
に
対
し
て
行
っ

た
検
査
、
投
薬
、
注
射
並
び
に
別
表
第
五
に
掲
げ
る
画
像
診
断
及
び
処
置
の
費
用
（
フ
ィ
ル
ム
の
費
用
を
含

む
。
）
は
、
当
該
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
五
の
一
の
二
に
掲
げ
る
薬

剤
及
び
注
射
薬
の
費
用
は
、
当
該
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

ニ

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

別
表
第
五
の
四
に
掲
げ
る
状
態

ホ

救
急
・
在
宅
等
支
援
療
養
病
床
初
期
加
算
の
施
設
基
準

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
で
あ
っ
て
、
過
去
一
年
間
に
訪
問
診
療
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

へ

看
取
り
加
算
の
施
設
基
準

当
該
診
療
所
に
お
け
る
夜
間
の
看
護
職
員
の
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ト

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
注
９
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準



五
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当
該
診
療
所
が
、
有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
に
係
る
病
床
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
に
係

る
病
床
の
双
方
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

第
七

削
除

第
八

入
院
基
本
料
等
加
算
の
施
設
基
準
等

一

総
合
入
院
体
制
加
算
の
施
設
基
準

特
定
機
能
病
院
及
び
専
門
病
院
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
を
有
す
る
病
院
以
外
の
病
院
で
あ
る
こ
と
。

(1)

急
性
期
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

急
性
期
医
療
に
係
る
実
績
を
相
当
程
度
有
し
て
い
る
こ
と
。

(4)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(5)
二
か
ら
五
ま
で

削
除

六

臨
床
研
修
病
院
入
院
診
療
加
算
の
施
設
基
準

基
幹
型
の
施
設
基
準

(1)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床

研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
幹
型
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臨
床
研
修
病
院
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
基
幹
型
相
当
大
学
病
院
（
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第

十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院
の
う
ち
、
他
の
病

院
又
は
診
療
所
と
共
同
し
て
臨
床
研
修
を
行
う
病
院
で
あ
っ
て
、
当
該
臨
床
研
修
の
管
理
を
行
う
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

単
独
型
又
は
管
理
型
の
施
設
基
準

(2)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
病
院
で
あ
る
単
独
型
臨
床
研
修
施
設
（
歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定

す
る
単
独
型
臨
床
研
修
施
設
を
い
う
。
）
又
は
病
院
で
あ
る
管
理
型
臨
床
研
修
施
設
（
同
条
第
二
号
に
規
定
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す
る
管
理
型
臨
床
研
修
施
設
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
歯
科
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
歯
科
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
単
独
型
相
当
大
学
病
院
（
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号

）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
歯
学
若
し
く
は
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病

院
（
歯
科
医
業
を
行
わ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
単
独
で
又
は
歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
研
修
協
力
施
設
と
共
同
し
て
臨
床
研
修

を
行
う
病
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
管
理
型
相
当
大
学
病
院
（
歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
歯
学
若
し
く
は
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院
（
歯
科
医
業
を
行
わ
な

い
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
他
の
施
設
と
共
同
し
て
臨
床
研
修
を
行
う
病
院
（
単
独
型
相
当
大
学
病
院
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
臨
床
研
修
の
管
理
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
歯
科
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
歯
科
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。
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③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

協
力
型
の
施
設
基
準

(3)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
協
力
型
臨
床
研
修
病
院
（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床

研
修
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
協
力
型
臨
床
研
修
病
院
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
協
力
型
相
当
大
学
病
院
（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
学

を
履
修
す
る
課
程
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院
の
う
ち
、
他
の
病
院
と
共
同
し
て
臨
床
研
修
を
行
う
病
院

（
基
幹
型
相
当
大
学
病
院
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
病
院
で
あ
る
協
力
型
臨
床
研
修
施
設
（
歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
協
力
型
臨
床
研
修
施
設
を
い
う
。
）
で
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あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
歯
科
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
歯
科
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
協
力
型
相
当
大
学
病
院
（
歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

歯
学
若
し
く
は
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院
（
歯
科
医
業
を
行
わ
な
い
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
他
の
施
設
と
共
同
し
て
臨
床
研
修
を
行
う
病
院
（
単
独
型
相
当
大
学
病
院
及
び
管
理
型
相

当
大
学
病
院
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

①

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

②

研
修
歯
科
医
の
診
療
録
の
記
載
に
つ
い
て
指
導
歯
科
医
が
指
導
及
び
確
認
を
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

③

そ
の
他
臨
床
研
修
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
の
二

救
急
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準

休
日
又
は
夜
間
に
お
け
る
救
急
医
療
の
確
保
の
た
め
の
診
療
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

六
の
三

超
急
性
期
脳
卒
中
加
算
の
施
設
基
準
等
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超
急
性
期
脳
卒
中
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
脳
卒
中
の
診
療
に
つ
き
十
分
な
経
験
を
有
す
る
専
任
の
常
勤
医
師
が
配
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
薬
剤
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
当
該
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

治
療
室
等
、
当
該
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

超
急
性
期
脳
卒
中
加
算
の
対
象
患
者

(2)

脳
梗
塞
発
症
後
三
時
間
以
内
で
あ
る
患
者

六
の
四

妊
産
婦
緊
急
搬
送
入
院
加
算
の
施
設
基
準

妊
娠
状
態
の
異
常
が
疑
わ
れ
る
妊
産
婦
の
患
者
の
受
入
れ
及
び
緊
急
の
分
娩
へ
の
対
応
に
つ
き
十
分
な
体
制
が

べ
ん

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
の
五

在
宅
患
者
緊
急
入
院
診
療
加
算
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
第
三
の
五
の

に
該
当
す
る
在

(2)

宅
療
養
支
援
診
療
所
及
び
第
四
の
一
の

に
該
当
す
る
在
宅
療
養
支
援
病
院

(2)

七

診
療
録
管
理
体
制
加
算
の
施
設
基
準

患
者
に
対
し
診
療
情
報
の
提
供
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)



五
七
頁

診
療
記
録
の
全
て
が
保
管
及
び
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

一
名
以
上
の
専
任
の
診
療
記
録
管
理
者
の
配
置
そ
の
他
診
療
記
録
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備

(3)
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

中
央
病
歴
管
理
室
等
、
診
療
記
録
管
理
を
行
う
に
つ
き
適
切
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(4)

入
院
患
者
に
つ
い
て
疾
病
統
計
及
び
退
院
時
要
約
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(5)
七
の
二

医
師
事
務
作
業
補
助
体
制
加
算
の
施
設
基
準

急
性
期
医
療
を
担
う
病
院
で
あ
る
こ
と
。

(1)

医
師
の
事
務
作
業
を
補
助
す
る
体
制
が
そ
れ
ぞ
れ
の
加
算
に
応
じ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)
七
の
三

急
性
期
看
護
補
助
体
制
加
算
の
施
設
基
準

対
１
急
性
期
看
護
補
助
体
制
加
算
（
看
護
補
助
者
５
割
以
上
）
の
施
設
基
準

(1)

25
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
補
助
者
の

小
必
要
数
の
五
割
以
上
が
当
該
保
険
医
療
機
関
に
看
護
補
助
者

と
し
て
勤
務
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ハ

急
性
期
医
療
を
担
う
病
院
で
あ
る
こ
と
。



五
八
頁

ニ

七
対
一
入
院
基
本
料
又
は
十
対
一
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ホ

看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
、
七
対
一
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
あ
っ
て
は
一
割
五
分

以
上
、
十
対
一
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
あ
っ
て
は
一
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

へ

病
院
勤
務
医
及
び
看
護
職
員
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

対
１
急
性
期
看
護
補
助
体
制
加
算
（
看
護
補
助
者
５
割
未
満
）
の
施
設
基
準

(2)

25の
イ
及
び
ハ
か
ら
へ
ま
で
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

対
１
急
性
期
看
護
補
助
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(3)

50
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
五
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

の
ハ
か
ら
へ
ま
で
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)対
１
急
性
期
看
護
補
助
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(4)

75
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
七
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

の
ハ
か
ら
へ
ま
で
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)
夜
間

対
１
急
性
期
看
護
補
助
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(5)

50

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
五
十
又



五
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は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

夜
間

対
１
急
性
期
看
護
補
助
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(6)

100

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
百
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

看
護
職
員
夜
間
配
置
加
算
の
施
設
基
準

(7)

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
二
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七
の
四

乳
幼
児
加
算
・
幼
児
加
算
の
注
１
及
び
注
２
に
規
定
す
る
基
準

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

八

難
病
患
者
等
入
院
診
療
加
算
に
規
定
す
る
疾
患
及
び
状
態

別
表
第
六
に
掲
げ
る
疾
患
及
び
状
態

九

特
殊
疾
患
入
院
施
設
管
理
加
算
の
施
設
基
準

重
度
の
肢
体
不
自
由
児
（
者
）
、
脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ

(1)
ー
患
者
、
難
病
患
者
等
を
概
ね
七
割
以
上
入
院
さ
せ
て
い
る
一
般
病
棟
、
精
神
病
棟
又
は
有
床
診
療
所
（
一
般

病
床
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
又
は
当
該
有
床
診
療
所
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護

(2)



六
〇
頁

補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
又
は
当
該
有
床
診
療
所
の
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
又
は
当
該
有
床
診
療
所
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看

護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
病
棟
又
は
当
該
有
床
診
療
所
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
職
員
一
を
含
む
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

当
該
有
床
診
療
所
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
有
床
診
療
所
の
入
院

(3)
患
者
の
数
が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
有
床
診
療
所
に
お
い

て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
有
床
診
療
所
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

当
該
有
床
診
療
所
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

(4)
十

超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
・
準
超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
の
対
象
患
者
の
状
態
等

超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
・
準
超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
の
注
１
及
び
注
２
に
規
定
す
る
基

(1)
準

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
・
準
超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
の
注
１
に
規
定
す
る
超
重
症
の
状

(2)



六
一
頁

態イ

介
助
に
よ
ら
な
け
れ
ば
座
位
が
保
持
で
き
ず
、
か
つ
、
人
工
呼
吸
器
を
使
用
す
る
等
特
別
の
医
学
的
管
理

が
必
要
な
状
態
が
六
月
以
上
又
は
新
生
児
期
か
ら
継
続
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
。

ロ

超
重
症
児
（
者
）
の
判
定
基
準
に
よ
る
判
定
ス
コ
ア
が
二
十
五
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
・
準
超
重
症
児
（
者
）
入
院
診
療
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
準
超
重
症
の

(3)
状
態

イ

超
重
症
の
状
態
に
準
ず
る
状
態
で
あ
る
こ
と
。

ロ

超
重
症
児
（
者
）
の
判
定
基
準
に
よ
る
判
定
ス
コ
ア
が
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
一

削
除

十
二

看
護
配
置
加
算
の
施
設
基
準

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
若
し
く
は
障
害
者
施
設
等
入
院
基
本
料
の
十
五
対
一
入
院
基
本
料
又
は
結
核
病
棟
入

(1)
院
基
本
料
若
し
く
は
精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
十
五
対
一
入
院
基
本
料
、
十
八
対
一
入
院
基
本
料
若
し
く
は
二

十
対
一
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

(2)
十
三

看
護
補
助
加
算
の
施
設
基
準

看
護
補
助
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)



六
二
頁

イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
（
看
護
必
要
度
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
一
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
に
限
る
。

）
、
十
五
対
一
入
院
基
本
料
、
十
八
対
一
入
院
基
本
料
又
は
二
十
対
一
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ

る
こ
と
。

看
護
補
助
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
五
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
、
十
五
対
一
入
院
基
本
料
、
十
八
対
一
入
院
基
本
料
又
は
二
十
対
一
入
院
基
本
料

を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

看
護
補
助
加
算
３
の
施
設
基
準

(3)
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
七
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

十
三
対
一
入
院
基
本
料
、
十
五
対
一
入
院
基
本
料
、
十
八
対
一
入
院
基
本
料
又
は
二
十
対
一
入
院
基
本
料

を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

十
四

地
域
加
算
に
係
る
地
域



六
三
頁

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
及
び
当
該
地
域
に
準
じ
る
地
域

十
五
か
ら
十
七
ま
で

削
除

十
八

離
島
加
算
に
係
る
地
域

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
地

(1)
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
離
島
の
地
域

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島

(2)
の
地
域

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小

(3)
笠
原
諸
島
の
地
域

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島

(4)
十
九

重
症
者
等
療
養
環
境
特
別
加
算
の
施
設
基
準

常
時
監
視
を
要
し
、
随
時
適
切
な
看
護
及
び
介
助
を
必
要
と
す
る
重
症
者
等
の
看
護
を
行
う
に
つ
き
十
分
な

(1)
看
護
師
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

個
室
又
は
二
人
部
屋
の
病
床
で
あ
っ
て
、
療
養
上
の
必
要
か
ら
当
該
重
症
者
等
を
入
院
さ
せ
る
の
に
適
し
た

(2)
も
の
で
あ
る
こ
と
。



六
四
頁

十
九
の
二

小
児
療
養
環
境
特
別
加
算
に
規
定
す
る
基
準

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十

療
養
病
棟
療
養
環
境
加
算
の
施
設
基
準

療
養
病
棟
療
養
環
境
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)
イ

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
器
械
・
器
具
が
具
備
さ
れ
て
い
る
機
能
訓
練
室
を
有
し
て
い

る
こ
と
。

ハ

ロ
に
掲
げ
る
機
能
訓
練
室
の
ほ
か
、
十
分
な
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第

二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
医
師
及
び
看
護
師
等
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

療
養
病
棟
療
養
環
境
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)
イ

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
器
械
・
器
具
が
具
備
さ
れ
て
い
る
機
能
訓
練
室
を
有
し
て
い

る
こ
と
。

ハ

ロ
に
掲
げ
る
機
能
訓
練
室
の
ほ
か
、
適
切
な
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
医
師
及
び
看



六
五
頁

護
師
等
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
の
二

療
養
病
棟
療
養
環
境
改
善
加
算
の
施
設
基
準

療
養
病
棟
療
養
環
境
改
善
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)
イ

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
適
切
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
器
械
・
器
具
が
具
備
さ
れ
て
い
る
機
能
訓
練
室
を
有
し
て
い

る
こ
と
。

ハ

ロ
に
掲
げ
る
機
能
訓
練
室
の
ほ
か
、
適
切
な
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
医
師
及
び
看

護
師
等
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

療
養
環
境
の
改
善
に
係
る
計
画
を
策
定
し
、
定
期
的
に
、
改
善
の
状
況
を
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
し
て

い
る
こ
と
。

療
養
病
棟
療
養
環
境
改
善
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)
イ

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
適
切
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

機
能
訓
練
室
の
ほ
か
、
適
切
な
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
医
師
及
び
看

護
師
等
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。



六
六
頁

ニ

療
養
環
境
の
改
善
に
係
る
計
画
を
策
定
し
、
定
期
的
に
、
改
善
の
状
況
を
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
し
て

い
る
こ
と
。

二
十
一

診
療
所
療
養
病
床
療
養
環
境
加
算
の
施
設
基
準

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(1)

機
能
訓
練
室
の
ほ
か
、
適
切
な
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(2)

医
療
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
医
師
及
び
看
護
師
等
の
員
数
以
上
の
員

(3)
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
一
の
二

診
療
所
療
養
病
床
療
養
環
境
改
善
加
算
の
施
設
基
準

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
適
切
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(1)

機
能
訓
練
室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(2)

長
期
に
わ
た
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
医
師
及
び
看
護
師
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

療
養
環
境
の
改
善
に
係
る
計
画
を
策
定
し
、
定
期
的
に
、
改
善
の
状
況
を
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
し
て
い

(4)
る
こ
と
。

二
十
一
の
三

無
菌
治
療
室
管
理
加
算
の
施
設
基
準

無
菌
治
療
室
管
理
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)

室
内
を
無
菌
の
状
態
に
保
つ
た
め
に
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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無
菌
治
療
室
管
理
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)

室
内
を
無
菌
の
状
態
に
保
つ
た
め
に
適
切
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
二

重
症
皮
膚
潰
瘍
管
理
加
算
の
施
設
基
準

皮
膚
泌
尿
器
科
若
し
く
は
皮
膚
科
又
は
形
成
外
科
を
標
榜
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

ぼ
う

(1)

重
症
皮
膚
潰
瘍
を
有
す
る
入
院
患
者
に
つ
い
て
、
皮
膚
泌
尿
器
科
若
し
く
は
皮
膚
科
又
は
形
成
外
科
を
担
当

(2)
す
る
医
師
が
重
症
皮
膚
潰
瘍
管
理
を
行
う
こ
と
。

重
症
皮
膚
潰
瘍
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
器
械
・
器
具
が
具
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)
二
十
三

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
施
設
基
準
等

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

緩
和
ケ
ア
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
体
制
に
お
い
て
、
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
医
師
（
歯
科
医
療
を
担
当
す
る
保
険
医
療
機

関
に
あ
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
緩
和

ケ
ア
診
療
加
算
を
算
定
す
る
悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
対
し
て
緩
和
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
。

ハ

が
ん
診
療
連
携
の
拠
点
と
な
る
病
院
若
し
く
は
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
（
平
成
七
年
七
月
二

十
七
日
に
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

等
が
行
う
医
療
機
能
評
価
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。



六
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緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域

(2)

別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(3)
イ

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基
本
料
を
除
く
。
）
を
算
定
す
る
病
棟

を
有
す
る
病
院
（
特
定
機
能
病
院
、
許
可
病
床
数
が
二
百
床
以
上
の
病
院
及
び
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
第
一

号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
を
有
す
る
病
院
を
除
く
。
）
で
あ

る
こ
と
。

ロ

緩
和
ケ
ア
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
体
制
に
お
い
て
、
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
医
師
（
歯
科
医
療
を
担
当
す
る
保
険
医
療
機

関
に
あ
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
緩
和

ケ
ア
診
療
加
算
を
算
定
す
る
悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
対
し
て
緩
和
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
。

ニ

が
ん
診
療
連
携
の
拠
点
と
な
る
病
院
若
し
く
は
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
等
が
行
う
医
療
機
能

評
価
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

二
十
三
の
二

有
床
診
療
所
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
施
設
基
準

緩
和
ケ
ア
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

当
該
体
制
に
お
い
て
、
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
経
験
を
有
す
る
医
師
（
歯
科
医
療
を
担
当
す
る
保
険
医
療
機
関

(2)



六
九
頁

に
あ
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
。
）
及
び
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
経
験
を
有
す
る
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
（
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
有
床
診
療
所
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
を
算
定
す
る
悪
性
腫
瘍
の
患
者
に

対
し
て
緩
和
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
。

の
医
師
又
は
看
護
師
の
い
ず
れ
か
が
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

(3)

(2)当
該
診
療
所
に
お
け
る
夜
間
の
看
護
職
員
の
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(4)
二
十
四

精
神
科
応
急
入
院
施
設
管
理
加
算
の
施
設
基
準

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
三
条
の

(1)
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
精
神
科
病
院
で
あ
る
こ
と
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら

(2)
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
入
院
す
る
者
の
た
め
に
必
要
な
専
用
の
病
床
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二
十
五

精
神
病
棟
入
院
時
医
学
管
理
加
算
の
施
設
基
準

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
中
「
精
神
病
床
及
び
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患

(1)
者
の
数
を
三
を
も
つ
て
除
し
た
数
」
を
「
精
神
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
に
療
養
病
床
に
係
る
病
室

の
入
院
患
者
の
数
を
三
を
も
つ
て
除
し
た
数
を
加
え
た
数
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
同
号
に
定
め
る
医

師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
地
域
に
お
け
る
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
確
保
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
精
神
科
救
急
医
療
施
設
で
あ
る

(2)



七
〇
頁

こ
と
。

二
十
五
の
二

精
神
科
地
域
移
行
実
施
加
算
の
施
設
基
準

精
神
科
を
標
榜
す
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

ぼ
う

(1)

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
地
域
移
行
を
推
進
す
る
部
門
を
設
置
し
、
組
織
的
に
地
域
移
行
を
実
施
す
る
体
制

(2)
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
部
門
に
専
従
の
精
神
保
健
福
祉
士
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

長
期
入
院
患
者
の
退
院
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

(4)
二
十
五
の
三

精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準
等

精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

精
神
科
を
標
榜
す
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

ぼ
う

ロ

当
該
病
棟
に
専
任
の
内
科
又
は
外
科
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
身
体
合
併
症
を
有
す
る
患
者
の
治
療
が
行
え
る
よ
う
、
精
神
科
以
外
の
診
療
科
の

医
療
体
制
と
の
連
携
が
取
ら
れ
て
い
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
注
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
身
体
合
併
症
を
有
す
る
患
者

(2)

別
表
第
七
の
二
に
掲
げ
る
身
体
合
併
症
を
有
す
る
患
者

二
十
五
の
四

精
神
科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム
加
算
の
施
設
基
準
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精
神
疾
患
に
係
る
症
状
の
評
価
等
の
必
要
な
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)
二
十
六

強
度
行
動
障
害
入
院
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準
等

強
度
行
動
障
害
入
院
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準

(1)

強
度
行
動
障
害
の
診
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

強
度
行
動
障
害
入
院
医
療
管
理
加
算
の
対
象
患
者

(2)

強
度
行
動
障
害
ス
コ
ア
が
十
点
以
上
か
つ
医
療
度
ス
コ
ア
が
二
十
四
点
以
上
の
患
者

二
十
六
の
二

重
度
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
入
院
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準
等

重
度
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
入
院
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準

(1)

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
診
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

重
度
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
入
院
医
療
管
理
加
算
の
対
象
患
者

(2)

入
院
治
療
が
必
要
な
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
患
者

二
十
六
の
三

摂
食
障
害
入
院
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準
等

摂
食
障
害
入
院
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準

(1)

摂
食
障
害
の
診
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

摂
食
障
害
入
院
医
療
管
理
加
算
の
対
象
患
者

(2)
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重
度
の
摂
食
障
害
に
よ
り
著
し
い
体
重
の
減
少
が
認
め
ら
れ
る
患
者

二
十
七

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
加
算
の
施
設
基
準

が
ん
診
療
連
携
の
拠
点
と
な
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

(1)

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)
二
十
八

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
の
施
設
基
準
等

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

栄
養
管
理
に
係
る
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
加
算
の
対
象
患
者
に
つ
い
て
栄
養
治
療
実
施
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
患
者
に
対
し
て
当

該
計
画
が
文
書
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
説
明
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
患
者
の
栄
養
管
理
に
係
る
診
療
の
終
了
時
に
栄
養
治
療
実
施
報
告
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該

患
者
に
対
し
て
当
該
報
告
書
が
文
書
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
説
明
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
の
対
象
患
者

(2)

栄
養
障
害
の
状
態
に
あ
る
患
者
又
は
栄
養
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
栄
養
障
害
の
状
態
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
患
者
で
あ
っ
て
、
栄
養
管
理
実
施
加
算
を
算
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域

(3)
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別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(4)
イ

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基
本
料
を
除
く
。
）
を
算
定
す
る
病
棟

（
特
定
機
能
病
院
及
び
許
可
病
床
数
が
二
百
床
以
上
の
病
院
の
病
棟
並
び
に
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
第
一
号

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

栄
養
管
理
に
係
る
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
加
算
の
対
象
患
者
に
つ
い
て
栄
養
治
療
実
施
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
患
者
に
対
し
て
当

該
計
画
が
文
書
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
説
明
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
患
者
の
栄
養
管
理
に
係
る
診
療
の
終
了
時
に
栄
養
治
療
実
施
報
告
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該

患
者
に
対
し
て
当
該
報
告
書
が
文
書
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
説
明
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
九

医
療
安
全
対
策
加
算
の
施
設
基
準

医
療
安
全
対
策
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)
イ

医
療
安
全
対
策
に
係
る
研
修
を
受
け
た
専
従
の
薬
剤
師
、
看
護
師
等
が
医
療
安
全
管
理
者
と
し
て
配
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
医
療
安
全
管
理
部
門
を
設
置
し
、
組
織
的
に
医
療
安
全
対
策
を
実
施
す
る
体
制
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が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
患
者
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

医
療
安
全
対
策
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)
イ

医
療
安
全
対
策
に
係
る
研
修
を
受
け
た
専
任
の
薬
剤
師
、
看
護
師
等
が
医
療
安
全
管
理
者
と
し
て
配
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

の
ロ
及
び
ハ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

(1)

二
十
九
の
二

感
染
防
止
対
策
加
算
の
施
設
基
準
等

感
染
防
止
対
策
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)
イ

専
任
の
院
内
感
染
管
理
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
感
染
防
止
対
策
部
門
を
設
置
し
、
組
織
的
に
感
染
防
止
対
策
を
実
施
す
る
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
部
門
に
お
い
て
、
感
染
症
対
策
に
関
す
る
十
分
な
経
験
を
有
す
る
医
師
及
び
感
染
管
理
に
関
す
る
十

分
な
経
験
を
有
す
る
看
護
師
（
感
染
防
止
対
策
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
病
院
勤

務
に
関
す
る
十
分
な
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
及
び
臨
床
検
査
技
師
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

感
染
防
止
対
策
に
つ
き
、
感
染
防
止
対
策
加
算
２
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
と
連
携
し
て
い

る
こ
と
。
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感
染
防
止
対
策
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)
イ

専
任
の
院
内
感
染
管
理
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
感
染
防
止
対
策
部
門
を
設
置
し
、
組
織
的
に
感
染
防
止
対
策
を
実
施
す
る
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
部
門
に
お
い
て
、
感
染
症
対
策
に
関
す
る
十
分
な
経
験
を
有
す
る
医
師
及
び
感
染
管
理
に
関
す
る
十

分
な
経
験
を
有
す
る
看
護
師
並
び
に
病
院
勤
務
に
関
す
る
十
分
な
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
及
び
臨
床
検
査
技

師
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

感
染
防
止
対
策
に
つ
き
、
感
染
防
止
対
策
加
算
１
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
と
連
携
し
て
い

る
こ
と
。

感
染
防
止
対
策
地
域
連
携
加
算
の
施
設
基
準

(3)

他
の
保
険
医
療
機
関
（
感
染
防
止
対
策
加
算
１
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
に
限
る
。
）
と
の
連

携
に
よ
り
感
染
防
止
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
九
の
三

患
者
サ
ポ
ー
ト
体
制
充
実
加
算
の
施
設
基
準

患
者
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
患
者
に
対
す
る
支
援
の
充
実
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

当
該
窓
口
に
、
専
任
の
看
護
師
、
社
会
福
祉
士
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)
三
十

褥

瘡
ハ
イ
リ
ス
ク
患
者
ケ
ア
加
算
の
施
設
基
準

じ
よ
く
そ
う
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褥

瘡
ケ
ア
に
係
る
専
門
の
研
修
を
受
け
た
専
従
の
看
護
師
等
が

褥

瘡
管
理
者
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

(1)
と
。褥

瘡
管
理
者
が
、

褥

瘡
対
策
チ
ー
ム
と
連
携
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
方
法
に
基
づ
き
、
個
別
の

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

(2)
患
者
ご
と
に

褥

瘡
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

じ
よ
く
そ
う

褥

瘡
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
を
踏
ま
え
、
特
に
重
点
的
な

褥

瘡
ケ
ア
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
患
者

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

(3)
に
つ
い
て
、
主
治
医
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
が
共
同
し
て

褥

瘡
の
発
生
予
防
等
に
関
す
る
計
画
を
個
別
に
作

じ
よ
く
そ
う

成
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
重
点
的
な

褥

瘡
ケ
ア
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

じ
よ
く
そ
う

褥

瘡
の
早
期
発
見
及
び
重
症
化
予
防
の
た
め
の
総
合
的
な

褥

瘡
管
理
対
策
を
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
体
制
が

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

(4)
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
十
一

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
管
理
加
算
の
施
設
基
準
等

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
管
理
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

産
婦
人
科
又
は
産
科
を
標
榜
す
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

ぼ
う

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
専
ら
産
婦
人
科
又
は
産
科
に
従
事
す
る
医
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ

財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
が
定
め
る
産
科
医
療
補
償
制
度
標
準
補
償
約
款
と
同
一
の
産
科
医
療

補
償
約
款
に
基
づ
く
補
償
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
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ニ

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
管
理
加
算
の
対
象
患
者

(2)

保
険
診
療
の
対
象
と
な
る
合
併
症
を
有
し
て
い
る
妊
婦
で
あ
っ
て
、
別
表
第
六
の
三
に
掲
げ
る
も
の

三
十
二

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
管
理
加
算
の
施
設
基
準
等

べ
ん

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
管
理
加
算
の
施
設
基
準

べ
ん

(1)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
専
ら
産
婦
人
科
又
は
産
科
に
従
事
す
る
常
勤
医
師
が
三
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
常
勤
の
助
産
師
が
三
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

一
年
間
の
分
娩
実
施
件
数
が
百
二
十
件
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
実
施
件
数
等
を
当
該
保
険
医
療
機
関

べ
ん

の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
が
定
め
る
産
科
医
療
補
償
制
度
標
準
補
償
約
款
と
同
一
の
産
科
医
療

補
償
約
款
に
基
づ
く
補
償
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

へ

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
管
理
加
算
の
対
象
患
者

べ
ん

(2)

保
険
診
療
の
対
象
と
な
る
合
併
症
を
有
し
て
い
る
妊
産
婦
で
あ
っ
て
、
別
表
第
七
に
掲
げ
る
も
の



七
八
頁

三
十
三

退
院
調
整
加
算
の
施
設
基
準

当
該
保
険
医
療
機
関
が
病
院
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
入
院
患
者
の
退
院
に
係
る
調
整
（
以
下
「
退
院
調
整
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
部
門
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
部
門
に
退
院
調
整
に
係
る
業
務
に
関
す
る
十
分
な
経
験
を
有
す
る
専
従
の
看
護
師
又
は
専
従
の
社
会

福
祉
士
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

専
従
の
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
専
任
の
社
会
福
祉
士
が
、
専
従
の
社
会
福
祉
士
が

配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
専
任
の
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
退
院
調
整
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
保
険
医
療
機
関
が
診
療
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)
イ

退
院
調
整
を
担
当
す
る
専
任
の
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

そ
の
他
退
院
調
整
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
十
三
の
二

削
除

三
十
三
の
三

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
退
院
調
整
加
算
の
施
設
基
準
等

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
退
院
調
整
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
退
院
調
整
に
関
す
る
部
門
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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ロ

当
該
部
門
に
新
生
児
の
集
中
治
療
及
び
退
院
調
整
に
係
る
業
務
に
関
す
る
十
分
な
経
験
を
有
す
る
専
従
の

看
護
師
が
一
名
以
上
又
は
新
生
児
の
集
中
治
療
及
び
退
院
調
整
に
係
る
業
務
に
関
す
る
十
分
な
経
験
を
有
す

る
専
任
の
看
護
師
並
び
に
専
従
の
社
会
福
祉
士
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
退
院
調
整
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

(2)

出
生
時
体
重
が
千
五
百
グ
ラ
ム
未
満
の
者
又
は
十
の

に
規
定
す
る
超
重
症
の
状
態
若
し
く
は
十
の

に
規

(2)

(3)

定
す
る
準
超
重
症
の
状
態
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
当
該
状
態
が
二
十
八
日
以
上
継
続
し
て
い
る
も
の

三
十
三
の
四

救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
紹
介
加
算
の
施
設
基
準

救
急
患
者
の
転
院
体
制
に
つ
い
て
、
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
受
入
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険

(1)
医
療
機
関
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

救
急
医
療
管
理
加
算
、
救
命
救
急
入
院
料
、
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
、
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管

(2)
理
料
、
脳
卒
中
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
又
は
小
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て

い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

三
十
三
の
五

救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
受
入
加
算
の
施
設
基
準

救
急
患
者
の
転
院
体
制
に
つ
い
て
、
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
紹
介
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医

療
機
関
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

三
十
三
の
六

精
神
科
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
紹
介
加
算
の
施
設
基
準
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救
急
患
者
の
転
院
体
制
に
つ
い
て
、
精
神
科
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
受
入
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い

(1)
る
保
険
医
療
機
関
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

精
神
科
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
受
入
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

(2)
三
十
三
の
七

精
神
科
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
受
入
加
算
の
施
設
基
準

救
急
患
者
の
転
院
体
制
に
つ
い
て
、
精
神
科
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
紹
介
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い

(1)
る
保
険
医
療
機
関
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

精
神
科
救
急
搬
送
患
者
地
域
連
携
紹
介
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

(2)
三
十
四

総
合
評
価
加
算
の
施
設
基
準

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
条
各
号
に
規
定
す
る
疾
病
を
有
す
る
四
十
歳

(1)
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
又
は
六
十
五
歳
以
上
の
者
の
総
合
的
な
機
能
評
価
を
適
切
に
実
施
で
き
る
保
険
医
療

機
関
で
あ
る
こ
と
。

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
高
齢
者
の
総
合
的
な
機
能
評
価
に
係
る
研
修
を
受
け
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
が

(2)
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
条
各
号
に
規
定
す
る
疾
病
を
有
す
る
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
又
は
六
十

(3)
五
歳
以
上
の
者
の
総
合
的
な
機
能
評
価
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
十
五

削
除
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三
十
五
の
二

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
加
算
の
施
設
基
準
等

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

人
工
呼
吸
器
の
離
脱
の
た
め
に
必
要
な
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
加
算
の
対
象
患
者
に
つ
い
て
呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
る
診
療
計
画
書
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
保
険
医
療
機
関
の
屋
内
に
お
い
て
喫
煙
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
加
算
の
対
象
患
者

(2)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
患
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

四
十
八
時
間
以
上
継
続
し
て
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
る
患
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
患
者
で
あ
る
こ
と
。

①

人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
る
状
態
で
当
該
加
算
を
算
定
で
き
る
病
棟
に
入
院
（
転
棟
及
び
転
床
を
含

む
。
）
し
た
患
者
で
あ
っ
て
、
当
該
病
棟
に
入
院
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
の
も
の

②

当
該
加
算
を
算
定
で
き
る
病
棟
に
入
院
し
た
後
に
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
た
患
者
で
あ
っ
て
、
装
着
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
の
も
の

三
十
五
の
三

後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
の
施
設
基
準
等

後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
１
の
施
設
基
準

(1)
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イ

後
発
医
薬
品
の
使
用
を
促
進
す
る
た
め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
医
薬
品
の
う
ち
後
発
医
薬
品
の
品
目
数
が
三

割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

後
発
医
薬
品
の
使
用
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
旨
を
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
見
や
す
い
場
所
に
掲

示
し
て
い
る
こ
と
。

後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
２
の
施
設
基
準

(2)
イ

後
発
医
薬
品
の
使
用
を
促
進
す
る
た
め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
医
薬
品
の
う
ち
後
発
医
薬
品
の
品
目
数
が
二

割
以
上
三
割
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ハ

後
発
医
薬
品
の
使
用
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
旨
を
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
見
や
す
い
場
所
に
掲

示
し
て
い
る
こ
と
。

後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
の
注
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

(3)

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
入

院
し
て
い
る
患
者

三
十
五
の
四

病
棟
薬
剤
業
務
実
施
加
算
の
施
設
基
準

病
棟
ご
と
に
専
任
の
薬
剤
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)



八
三
頁

薬
剤
師
が
実
施
す
る
病
棟
に
お
け
る
薬
剤
関
連
業
務
に
つ
き
、
病
院
勤
務
医
等
の
負
担
軽
減
並
び
に
薬
物
療

(2)
法
の
安
全
性
及
び
有
効
性
の
向
上
に
資
す
る
た
め
に
十
分
な
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

医
薬
品
情
報
の
収
集
及
び
伝
達
を
行
う
た
め
の
専
用
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

(3)

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
医
薬
品
の
安
全
性
に

(4)
係
る
重
要
な
情
報
を
把
握
し
た
際
に
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

薬
剤
管
理
指
導
料
の
施
設
基
準
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

(5)

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(6)
三
十
五
の
五

デ
ー
タ
提
出
加
算
の
施
設
基
準

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基
本
料
に
限
る
。
）
、
特
定
機
能
病
院
入

(1)
院
基
本
料
（
一
般
病
棟
に
限
る
。
）
又
は
専
門
病
院
入
院
基
本
料
（
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基

本
料
に
限
る
。
）
を
算
定
す
る
病
棟
を
有
す
る
こ
と
。

診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
施
設
基
準
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
又
は
当
該
加
算
の
施
設
基

(2)
準
に
適
合
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
て
い
る
こ
と
。

診
療
内
容
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
継
続
的
か
つ
適
切
に
提
出
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

(3)
と
。

三
十
六

地
域
歯
科
診
療
支
援
病
院
入
院
加
算
の
施
設
基
準
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地
域
歯
科
診
療
支
援
病
院
歯
科
初
診
料
の
施
設
基
準
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

(1)

当
該
地
域
に
お
い
て
、
歯
科
診
療
を
担
当
す
る
別
の
保
険
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

(2)
と
。

第
九

特
定
入
院
料
の
施
設
基
準
等

一

通
則病

院
で
あ
る
こ
と
。

(1)

看
護
又
は
看
護
補
助
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
看
護
職
員
又
は
当
該
保
険
医
療
機
関
の
主
治
医
若
し
く
は

(2)
看
護
師
の
指
示
を
受
け
た
看
護
補
助
者
が
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
定
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
及
び
治
療
室
等
（
精
神
療
養
病
棟
及
び
特
定
一
般
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る

(3)
病
棟
を
除
く
。
）
以
外
の
病
棟
に
お
い
て
、
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料
等
を
除
く
。
）
を
算
定
し
て
い

る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
患
者
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
入
院
基
本
料
の
算
定
方

(4)
法
に
規
定
す
る
入
院
患
者
数
の
基
準
又
は
医
師
等
の
員
数
の
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

二

救
命
救
急
入
院
料
の
施
設
基
準

救
命
救
急
入
院
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

救
命
救
急
入
院
料
１
の
施
設
基
準
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①

都
道
府
県
が
定
め
る
救
急
医
療
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
有
し

て
い
る
病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

当
該
治
療
室
内
に
重
篤
な
救
急
患
者
に
対
す
る
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

③

当
該
治
療
室
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

④

重
篤
な
救
急
患
者
に
対
す
る
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

救
命
救
急
入
院
料
２
の
施
設
基
準

救
命
救
急
入
院
料
１
の
施
設
基
準
の
ほ
か
、
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
１
の
施
設
基
準
を
満
た
す
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ハ

救
命
救
急
入
院
料
３
の
施
設
基
準

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

①

救
命
救
急
入
院
料
１
の
施
設
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

救
命
救
急
入
院
料
４
の
施
設
基
準

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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①

救
命
救
急
入
院
料
２
の
施
設
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

救
命
救
急
入
院
料
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

(2)
イ

救
命
救
急
入
院
料

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
が
必
要
な
患
者
以
外
の
患
者

ロ

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
料

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
が
必
要
な
患
者

救
命
救
急
入
院
料
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

(3)

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
が
必
要
な
状
態

救
命
救
急
入
院
料
の
注
３
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

(4)
イ

重
篤
な
救
急
患
者
に
対
す
る
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

救
命
救
急
入
院
料
の
注
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

(5)

重
篤
な
救
急
患
者
に
対
す
る
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

救
命
救
急
入
院
料
の
注
５
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

(6)

重
篤
な
救
急
患
者
に
対
し
て
高
度
な
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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救
命
救
急
入
院
料
の
注
７
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

(7)

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
専
任
の
小
児
科
の
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
施
設
基
準
等

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
注
１
に
規
定
す
る
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
１
の
施
設
基
準

①

病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

当
該
治
療
室
内
に
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③

当
該
治
療
室
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
二
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

④

集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑤

重
症
者
等
を
概
ね
九
割
以
上
入
院
さ
せ
る
治
療
室
で
あ
る
こ
と
。

ロ

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
２
の
施
設
基
準

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

①

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
１
の
施
設
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

(2)
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イ

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
が
必
要
な
患
者
以
外
の
患
者

ロ

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
料

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
が
必
要
な
患
者

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

(3)

広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
が
必
要
な
状
態

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

(4)

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
、
専
任
の
小
児
科
医
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準

病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

当
該
治
療
室
の
病
床
数
は
、
三
十
床
以
下
で
あ
る
こ
と
。

(2)

ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

当
該
治
療
室
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増

(4)
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

重
症
度
等
の
基
準
を
満
た
す
患
者
を
概
ね
八
割
以
上
入
院
さ
せ
る
治
療
室
で
あ
る
こ
と
。

(5)

当
該
病
院
の
一
般
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
十
九
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

(6)
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診
療
録
管
理
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

(7)

ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(8)
五

脳
卒
中
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準

病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

当
該
治
療
室
の
病
床
数
は
、
三
十
床
以
下
で
あ
る
こ
と
。

(2)

脳
卒
中
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

当
該
治
療
室
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増

(4)
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
治
療
室
に
お
い
て
、
常
勤
の
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(5)

脳
梗
塞
、
脳
出
血
及
び
く
も
膜
下
出
血
の
患
者
を
概
ね
八
割
以
上
入
院
さ
せ
る
治
療
室
で
あ
る
こ
と
。

(6)

脳
卒
中
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(7)

脳
卒
中
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
器
械
・
器
具
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(8)
五
の
二

小
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
施
設
基
準

病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

当
該
治
療
室
内
に
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

当
該
治
療
室
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
二
又
は
そ
の
端
数
を
増

(3)
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す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(4)

重
症
者
等
を
概
ね
九
割
以
上
入
院
さ
せ
る
治
療
室
で
あ
る
こ
と
。

(5)

他
の
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
救
命
救
急
入
院
料
又
は
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
を
算
定
し
て
い
る
患
者
の

(6)
当
該
治
療
室
へ
の
受
入
れ
に
つ
い
て
、
相
当
の
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(7)
六

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
施
設
基
準

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
１
の
施
設
基
準

(1)
イ

病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
治
療
室
内
に
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
治
療
室
に
お
け
る
助
産
師
又
は
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
２
の
施
設
基
準

(2)
イ

の
イ
、
ハ
及
び
ニ
の
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
専
任
の
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。



九
一
頁

六
の
二

総
合
周
産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
の
施
設
基
準

病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

当
該
治
療
室
内
に
集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

当
該
治
療
室
に
お
け
る
助
産
師
又
は
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ

(3)
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

集
中
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(4)

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(5)
六
の
三

新
生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準

病
院
の
一
般
病
棟
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
新
生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
小
児
科
の
専
任
の
医

(2)
師
が
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
治
療
室
に
お
け
る
助
産
師
又
は
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ

(3)
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

新
生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(4)

新
生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(5)

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
又
は
総
合
周
産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険

(6)
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医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

七

一
類
感
染
症
患
者
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準
等

一
類
感
染
症
患
者
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

病
院
の
治
療
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
治
療
室
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
治
療
室
の
入
院
患
者
の
数
が
二
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
類
感
染
症
患
者
入
院
医
療
管
理
料
の
対
象
患
者

(2)

別
表
第
八
に
掲
げ
る
患
者

八

特
殊
疾
患
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準

脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
及
び
難
病
患
者
等
を
概
ね

(1)
八
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
室
で
あ
っ
て
、
一
般
病
棟
の
病
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者

(2)
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
が
本

文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
及
び

看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
職
員
一
を
含
む
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
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当
該
病
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の

小
必
要
数
の
五
割
以
上
が
看
護
職

(3)
員
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

(4)

特
殊
疾
患
入
院
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(5)
九

小
児
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準

通
則

(1)
イ

小
児
科
を
標
榜
し
て
い
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

ぼ
う

ロ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ

小
児
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

小
児
入
院
医
療
管
理
料
１
の
施
設
基
準

(2)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
小
児
科
の
常
勤
の
医
師
が
二
十
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
七

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行

う
看
護
師
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤

を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
で
あ
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っ
て
も
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
夜
勤
の
時
間
帯
も
含
め
、
常
時
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の

数
が
九
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

専
ら
十
五
歳
未
満
の
小
児
を
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ニ

専
ら
小
児
の
入
院
医
療
に
係
る
相
当
の
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ホ

入
院
を
要
す
る
小
児
救
急
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ト

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
一
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

小
児
入
院
医
療
管
理
料
２
の
施
設
基
準

(3)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
小
児
科
の
常
勤
の
医
師
が
九
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
七

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行

う
看
護
師
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行

う
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

専
ら
十
五
歳
未
満
の
小
児
を
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ニ

入
院
を
要
す
る
小
児
救
急
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

病
院
勤
務
医
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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ヘ

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
一
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

小
児
入
院
医
療
管
理
料
３
の
施
設
基
準

(4)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
小
児
科
の
常
勤
の
医
師
が
五
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
七

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行

う
看
護
師
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行

う
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

専
ら
十
五
歳
未
満
の
小
児
を
入
院
さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
一
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

小
児
入
院
医
療
管
理
料
４
の
施
設
基
準

(5)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
小
児
科
の
常
勤
の
医
師
が
三
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
床
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入

院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、

一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟

に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。
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ニ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
専
ら
小
児
を
入
院
さ
せ
る
病
床
が
十
床
以
上
あ
る
こ
と
。

ホ

当
該
保
険
医
療
機
関
の
当
該
病
棟
を
含
め
た
一
般
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
二
十
八
日
以
内

で
あ
る
こ
と
。

小
児
入
院
医
療
管
理
料
５
の
施
設
基
準

(6)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
小
児
科
の
常
勤
の
医
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け
る
夜
勤

を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

小
児
入
院
医
療
管
理
料
に
係
る
加
算
の
施
設
基
準

(7)
イ

当
該
病
棟
に
専
ら
十
五
歳
未
満
の
小
児
の
療
養
生
活
の
指
導
を
担
当
す
る
常
勤
の
保
育
士
が
一
名
以
上
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

小
児
患
者
に
対
す
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

十

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準
等

通
則

(1)
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イ

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
の
高
い
患
者
を
八
割
以
上
入
院
さ
せ
、
一
般
病
棟
又
は
療
養
病

棟
の
病
棟
単
位
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
算
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
適
切

な
実
施
計
画
を
作
成
す
る
体
制
及
び
適
切
な
当
該
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
、
実
施
方
法
等
を
評
価
す

る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
状
態
の
患
者
に
対
し
、
一
日
当
た
り
二
単
位
以
上
の
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
１
の
施
設
基
準

(2)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
及
び
言
語
聴

覚
士
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜

勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
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ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
職
員
が
夜

勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
二
か
ら
当
該
看
護
職
員
の
数
を
減
じ
た
数
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ホ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
在
宅
復
帰
支
援
を
担
当
す
る
社
会
福
祉
士
等
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

へ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
三
割
以
上
が
重
症
の
患
者
で
あ
る
こ
と
。

ト

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
退
院
患
者
の
う
ち
他
の
保
険
医
療
機
関
へ
転
院
し
た
者
等
を
除
く
者
の
割
合
が
七

割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

チ

重
症
の
患
者
の
三
割
以
上
が
退
院
時
に
日
常
生
活
機
能
が
改
善
し
て
い
る
こ
と
。

リ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
継
続
的
な
医
学
的
処
置
を
必
要
と
す
る
も
の
が
一
割
五
分

以
上
で
あ
る
こ
と
。

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
２
の
施
設
基
準

(3)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
の
医
師
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
が
適
切
に

配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜

勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
補
助
者
が
夜
勤
を
行
う
場
合

に
お
い
て
は
看
護
職
員
の
数
は
一
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
職
員
が
夜

勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
二
か
ら
当
該
看
護
職
員
の
数
を
減
じ
た
数
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ホ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
新
規
入
院
患
者
の
う
ち
二
割
以
上
が
重
症
の
患
者
で
あ
る
こ
と
。

へ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
退
院
患
者
の
う
ち
他
の
保
険
医
療
機
関
へ
転
院
し
た
者
等
を
除
く
者
の
割
合
が
六

割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ト

重
症
の
患
者
の
三
割
以
上
が
退
院
時
に
日
常
生
活
機
能
が
改
善
し
て
い
る
こ
と
。

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
３
の
施
設
基
準

(4)



一
〇
〇
頁

の
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
状
態
及
び
算
定
上
限
日
数

(5)

別
表
第
九
に
掲
げ
る
状
態
及
び
日
数

休
日
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提
供
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(6)

休
日
を
含
め
、
週
七
日
間
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
で
き
る
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
充
実
加
算
の
施
設
基
準

(7)

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
状
態
の
患
者
に
つ
い
て
、
心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

料
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
料
を
一
日
当
た
り
六
単
位
以
上
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

十
一

亜
急
性
期
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準
等

亜
急
性
期
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

病
院
の
一
般
病
棟
の
病
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入

院
患
者
の
数
が
十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て

、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。



一
〇
一
頁

ハ

当
該
病
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
在
宅
復
帰
支
援
を
担
当
す
る
者
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

特
定
機
能
病
院
以
外
の
病
院
で
あ
る
こ
と
。

へ

診
療
記
録
の
管
理
を
適
切
に
行
う
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
が
ん
患
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ

と
。

ト

退
院
患
者
の
う
ち
、
他
の
保
険
医
療
機
関
へ
転
院
し
た
者
等
を
除
く
者
の
割
合
が
概
ね
六
割
以
上
で
あ
る

こ
と
。

チ

亜
急
性
期
入
院
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

リ

当
該
病
室
の
病
床
数
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
有
す
る
一
般
病
床
の
数
の
三
割
（
一
般
病
床
の
数
が
二

百
床
を
超
え
る
病
院
に
あ
っ
て
は
四
十
床
、
一
般
病
床
の
数
が
百
床
以
下
の
病
院
に
あ
っ
て
は
三
十
床
）
以

下
で
あ
る
こ
と
。

亜
急
性
期
入
院
医
療
管
理
料
の
注
２
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域

(2)

別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域

亜
急
性
期
入
院
医
療
管
理
料
の
注
２
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(3)



一
〇
二
頁

イ

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
十
三
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
五
対
一
入
院
基
本
料
に
限
る
。
）
を
算
定
す
る

病
棟
（
特
定
機
能
病
院
及
び
許
可
病
床
数
が
二
百
床
以
上
の
病
院
の
病
棟
並
び
に
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
第

一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
を
除
く
。
）
の
病
室
を
単
位
と

し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入

院
患
者
の
数
が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て

、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

当
該
病
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
在
宅
復
帰
支
援
を
担
当
す
る
者
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

診
療
記
録
の
管
理
を
適
切
に
行
う
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
が
ん
患
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ

と
。

へ

退
院
患
者
の
う
ち
、
他
の
保
険
医
療
機
関
へ
転
院
し
た
者
等
を
除
く
者
の
割
合
が
概
ね
六
割
以
上
で
あ
る

こ
と
。



一
〇
三
頁

ト

亜
急
性
期
入
院
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

チ

当
該
病
室
の
病
床
数
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
有
す
る
一
般
病
床
の
数
の
三
割
（
一
般
病
床
の
数
が
百

床
以
下
の
病
院
に
あ
っ
て
は
、
三
十
床
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提
供
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(4)

当
該
病
室
に
入
院
し
て
い
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
患
者
に
つ
い
て
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
が
ん
患
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
一
週
当
た
り

十
六
単
位
以
上
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

十
二

特
殊
疾
患
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準
等

特
殊
疾
患
病
棟
入
院
料
１
の
施
設
基
準

(1)
イ

脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
及
び
難
病
患
者
等
を
概

ね
八
割
以
上
入
院
さ
せ
る
一
般
病
棟
で
あ
っ
て
、
病
棟
単
位
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常

時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当

該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
が
本
文
に
規
定
す

る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助

者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
職
員
一
を
含
む
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。



一
〇
四
頁

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の

小
必
要
数
の
五
割
以
上
が
看
護
職
員
で
あ
る
こ

と
。

ニ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ホ

特
殊
疾
患
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

特
殊
疾
患
病
棟
入
院
料
２
の
施
設
基
準

(2)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

イ

児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
（
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ

る
児
童
又
は
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定

医
療
機
関
に
係
る
一
般
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

①

重
度
の
肢
体
不
自
由
児
（
者
）
等
（
脳
卒
中
の
後
遺
症
の
患
者
及
び
認
知
症
の
患
者
を
除
く
。
）
、
重

度
の
障
害
者
（

の
イ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
を
概
ね
八
割
以
上
入
院
さ
せ
る
一
般
病
棟
又
は
精
神
病

(1)

棟
で
あ
っ
て
、
病
棟
単
位
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

の
施
設
基
準
の
ロ
か
ら
ホ
ま
で
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

十
三

緩
和
ケ
ア
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準

主
と
し
て
悪
性
腫
瘍
の
患
者
又
は
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
を
入
院
さ
せ
、
緩
和
ケ

り

(1)



一
〇
五
頁

ア
を
一
般
病
棟
の
病
棟
単
位
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
七
又

(2)
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看

護
師
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護

師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

当
該
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

当
該
体
制
に
お
い
て
、
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
当
該
病
棟
に

(4)
お
い
て
緩
和
ケ
ア
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
対
し
て
緩
和
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
。

当
該
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(5)

当
該
病
棟
に
お
け
る
患
者
の
入
退
棟
を
判
定
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(6)

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

(7)
る
選
定
療
養
と
し
て
の
特
別
の
療
養
環
境
の
提
供
に
係
る
病
室
が
適
切
な
割
合
で
あ
る
こ
と
。

が
ん
診
療
連
携
の
拠
点
と
な
る
病
院
若
し
く
は
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
等
が
行
う
医
療
機
能
評

(8)
価
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

連
携
す
る
保
険
医
療
機
関
の
医
師
・
看
護
師
等
に
対
し
て
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

(9)
十
四

精
神
科
救
急
入
院
料
の
施
設
基
準
等



一
〇
六
頁

精
神
科
救
急
入
院
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

主
と
し
て
急
性
期
の
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
精
神
疾
患
を
有
す
る
患
者
を
入
院
さ
せ
、
精
神
病
棟
を
単

位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ホ

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
医
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ

、
当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
五
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行

う
看
護
師
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行

う
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。



一
〇
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ト

当
該
地
域
に
お
け
る
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
確
保
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
精
神
科
救
急
医
療
施
設
で
あ

る
こ
と
。

チ

精
神
科
救
急
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

リ

精
神
科
救
急
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ヌ

精
神
科
救
急
医
療
に
係
る
実
績
を
相
当
程
度
有
し
て
い
る
こ
と
。

精
神
科
救
急
入
院
料
の
対
象
患
者

(2)

別
表
第
十
に
掲
げ
る
患
者

十
五

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準
等

通
則

(1)
イ

主
と
し
て
急
性
期
の
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
精
神
疾
患
を
有
す
る
患
者
を
入
院
さ
せ
、
精
神
病
棟
を
単

位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
院
に
他
の
精
神
病
棟
を
有
す
る
場
合
は
、
精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
十
対
一
入
院
基
本
料
、
十
三



一
〇
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対
一
入
院
基
本
料
、
十
五
対
一
入
院
基
本
料
、
十
八
対
一
入
院
基
本
料
若
し
く
は
二
十
対
一
入
院
基
本
料
又

は
特
定
入
院
料
を
算
定
し
て
い
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ホ

当
該
地
域
に
お
け
る
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
確
保
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
精
神
科
救
急
医
療
施
設
で
あ

る
こ
と
。

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
１
の
施
設
基
準

(2)
イ

当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
に
、
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
、
か
つ
、
当

該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜

勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
師
一
を
含
む
二
以
上
（
看
護
補
助
者
が

夜
勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
看
護
師
の
数
は
一
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病



一
〇
九
頁

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
職
員
が
夜

勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
二
か
ら
当
該
看
護
職
員
の
数
を
減
じ
た
数
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ホ

精
神
科
急
性
期
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

精
神
科
急
性
期
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
２
の
施
設
基
準

(3)
イ

当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
に
、
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
、
か
つ
、
当

該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜

勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
師
一
を
含
む
二
以
上
（
看
護
補
助
者
が

夜
勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
看
護
師
の
数
は
一
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日

に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病



一
一
〇
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棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
職
員
が
夜

勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
二
か
ら
当
該
看
護
職
員
の
数
を
減
じ
た
数
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ホ

精
神
科
急
性
期
治
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

精
神
科
急
性
期
治
療
を
行
う
に
つ
き
適
切
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
の
対
象
患
者

(4)

別
表
第
十
に
掲
げ
る
患
者

十
五
の
二

精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
の
施
設
基
準

精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

都
道
府
県
が
定
め
る
救
急
医
療
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
有
し
て

い
る
病
院
の
病
棟
単
位
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

主
と
し
て
急
性
期
の
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
精
神
疾
患
を
有
す
る
患
者
を
入
院
さ
せ
、
精
神
病
棟
を
単

位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ニ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。



一
一
一
頁

ホ

当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
に
、
常
勤
の
精
神
科
医
が
五
名
以
上
配
置
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
病
棟

に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
三
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ト

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行

う
看
護
師
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行

う
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

チ

当
該
地
域
に
お
け
る
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
確
保
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
精
神
科
救
急
医
療
施
設
で
あ

る
こ
と
。

リ

精
神
科
救
急
・
合
併
症
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヌ

精
神
科
救
急
・
合
併
症
医
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ル

精
神
科
救
急
・
合
併
症
医
療
に
係
る
実
績
を
相
当
程
度
有
し
て
い
る
こ
と
。

精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
の
対
象
患
者

(2)

別
表
第
十
に
掲
げ
る
患
者

十
五
の
三

児
童
・
思
春
期
精
神
科
入
院
医
療
管
理
料
の
施
設
基
準



一
一
二
頁

二
十
歳
未
満
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
患
者
を
概
ね
八
割
以
上
入
院
さ
せ
る
病
棟
（
精
神
病
棟
に
限
る
。
）
又

(1)
は
治
療
室
（
精
神
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置

(3)
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
又
は
治
療
室
に
小
児
医
療
及
び
児
童
・
思
春
期
の
精
神
医
療
に
関
し
経
験
を
有
す
る
常
勤
の
医
師

(4)
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
う
ち
一
名
は
精
神
保
健
指
定
医
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
又
は
当
該
治
療
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当

(5)
該
病
棟
又
は
当
該
治
療
室
を
有
す
る
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
又
は
当
該
治
療
室
を
有
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
が

本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
師
の
数

は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

二
十
歳
未
満
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
患
者
に
対
す
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

(6)
こ
と
。

二
十
歳
未
満
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
患
者
に
対
す
る
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る

(7)
こ
と
。



一
一
三
頁

十
六

精
神
療
養
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準
等

精
神
療
養
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準

(1)
イ

主
と
し
て
長
期
の
入
院
を
要
す
る
精
神
疾
患
を
有
す
る
患
者
を
入
院
さ
せ
、
精
神
病
棟
を
単
位
と
し
て
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
、
か

つ
、
当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常

時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
が
本
文
に
規
定

す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補

助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
看
護
職
員
一
を
含
む
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ヘ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の

小
必
要
数
の
五
割
以
上
が
看
護
職
員
で
あ
る
こ



一
一
四
頁

と
。

ト

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

チ

精
神
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

リ

精
神
療
養
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

重
症
者
加
算
１
の
対
象
患
者
の
状
態

(2)

Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
三
十
以
下
で
あ
る
こ
と
。

重
症
者
加
算
２
の
対
象
患
者
の
状
態

(3)

Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
四
十
以
下
で
あ
る
こ
と
。

重
症
者
加
算
１
の
施
設
基
準

(4)

当
該
地
域
に
お
け
る
精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
確
保
に
協
力
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

退
院
調
整
加
算
の
施
設
基
準

(5)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
入
院
患
者
の
退
院
に
係
る
支
援
に
関
す
る
部
門
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

退
院
調
整
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
七

削
除

十
八

認
知
症
治
療
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準



一
一
五
頁

通
則

(1)

主
と
し
て
急
性
期
の
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
認
知
症
患
者
を
入
院
さ
せ
、
精
神
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
。

認
知
症
治
療
病
棟
入
院
料
１
の
施
設
基
準

(2)
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

二
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け

る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
補
助
者
が
夜
勤
を
行
う

場
合
に
お
い
て
は
看
護
職
員
の
数
は
一
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
（
看
護
職
員
が

夜
勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
二
か
ら
当
該
看
護
職
員
の
数
を
減
じ
た
数
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

認
知
症
治
療
病
棟
入
院
料
２
の
施
設
基
準

(3)



一
一
六
頁

イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け

る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

の
数
が
二
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

退
院
調
整
加
算
の
施
設
基
準

(4)
イ

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
入
院
患
者
の
退
院
に
係
る
支
援
に
関
す
る
部
門
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

ロ

退
院
調
整
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

認
知
症
夜
間
対
応
加
算
の
施
設
基
準

(5)

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
が
三
以
上
（
看
護
職
員
が
夜
勤
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
、
三
か
ら
当
該
看
護
職
員
の
数
を
減
じ
た
数
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

十
九

特
定
一
般
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準
等

特
定
一
般
病
棟
入
院
料
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域

(1)



一
一
七
頁

別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域

特
定
一
般
病
棟
入
院
料
１
の
施
設
基
準

(2)
イ

一
般
病
棟
（
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病

院
の
病
棟
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け
る

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
七
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ニ

看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の
労
働
時
間
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

夜
勤
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
一
を
含
む
二
以
上
の
数
の
看
護
職
員
が
行
う
こ
と
。

へ

現
に
看
護
を
行
っ
て
い
る
病
棟
ご
と
の
看
護
職
員
の
数
と
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
と
の
割
合
を
当
該

病
棟
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。

ト

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
（
保
険
診
療
に
係
る
入
院
患
者
（
短
期
滞
在
手
術
基
本
料
１
を

算
定
し
て
い
る
患
者
、
特
定
一
般
病
棟
入
院
料
の
注
７
本
文
及
び
注
９
本
文
の
所
定
点
数
を
算
定
し
て
い
る

患
者
並
び
に
特
定
一
般
病
棟
入
院
料
の
注

の
規
定
に
よ
り
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
１
の
例
に
よ
り
算
定
し

12



一
一
八
頁

て
い
る
患
者
を
除
く
。
）
を
基
礎
に
計
算
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
十
四
日

(3)

以
内
で
あ
る
こ
と
。

特
定
一
般
病
棟
入
院
料
２
の
施
設
基
準

(3)
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護

を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け
る

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
平
均
在
院
日
数
が
六
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ニ

の
イ
、
ニ
及
び
へ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)
一
般
病
棟
看
護
必
要
度
評
価
加
算
の
施
設
基
準

(4)
イ

特
定
一
般
病
棟
入
院
料
１
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
加
算
を
算
定
す
る
患
者
に
つ
い
て
測
定
し
た
看
護
必
要
度
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
病
棟
に
お
け
る

看
護
必
要
度
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

特
定
一
般
病
棟
入
院
料
の
注
７
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(5)
イ

病
室
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。



一
一
九
頁

ロ

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
在
宅
復
帰
支
援
を
担
当
す
る
者
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

診
療
記
録
の
管
理
を
適
切
に
行
う
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
が
ん
患
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ

と
。

ニ

退
院
患
者
の
う
ち
、
他
の
保
険
医
療
機
関
へ
転
院
し
た
者
等
を
除
く
者
の
割
合
が
概
ね
六
割
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ホ

亜
急
性
期
入
院
医
療
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

へ

当
該
病
室
の
病
床
数
は
三
十
床
以
下
で
あ
る
こ
と
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提
供
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(6)

当
該
病
室
に
入
院
し
て
い
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
患
者
に
つ
い
て
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
が
ん
患
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
一
週
当
た
り

十
六
単
位
以
上
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

第
十

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
の
施
設
基
準

一

通
則

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
を
算
定
す
る
手
術
は
、
別
表
第
十
一
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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二

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
１
の
施
設
基
準

局
所
麻
酔
に
よ
る
短
期
滞
在
手
術
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

短
期
滞
在
手
術
を
行
う
に
つ
き
回
復
室
そ
の
他
適
切
な
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(2)

当
該
回
復
室
に
お
け
る
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
回
復
室
の
患
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

(3)
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
２
の
施
設
基
準

全
身
麻
酔
、
硬
膜
外
麻
酔
又
は
脊
椎
麻
酔
に
よ
る
短
期
滞
在
手
術
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ

(1)
て
い
る
こ
と
。

短
期
滞
在
手
術
を
行
う
に
つ
き
適
切
な
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

(2)

第
十
一

経
過
措
置

一

看
護
職
員
の
確
保
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
第
五
の
四
の
二
の

の
(2)

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

当
分
の
間
は
、
第
九
の
九
の

の
ロ
中
「
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
の
員
数
以
上
の
員

(1)

数
（
同
令
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
間
、
こ
の
規
定
に
よ
り
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
師
の
員
数
以

上
の
員
数
）
」
と
、
第
九
の
十
四
の

の
ロ
、
第
九
の
十
五
の

の
ロ
、
第
九
の
十
五
の
二
の

の
ハ
、
第
九
の

(1)

(1)

(1)

十
五
の
三
の

及
び
第
九
の
十
六
の

の
ロ
中
「
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
の
員
数
以
上

(2)

(1)
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の
員
数
（
同
令
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
間
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
師
の
員
数
以
上
の
員
数
）
」
と
、
第
九
の
十
四
の

の
ハ
、
第
九
の
十
五
の

の
ハ
、

(1)

(1)

第
九
の
十
五
の
二
の

の
ニ
、
第
九
の
十
五
の
三
の

及
び
第
九
の
十
六
の

の
ハ
中
「
看
護
師
及
び
准
看
護
師

(1)

(3)

(1)

の
員
数
以
上
の
員
数
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
員
数
以
上
の
員
数
（
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
号
）
附
則
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
病
院
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
間
、
こ
の
規
定
に
よ
り
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
看
護
師
及
び
准
看
護

師
の
員
数
以
上
の
員
数
）
」
と
す
る
。

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
患
者
の
う
ち
、
重
度
の
肢
体
不
自
由
児
（
者
）
、
脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
、

重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
、
難
病
患
者
等
で
あ
っ
て
医
療
区
分
三
の
患
者
若
し
く
は
医
療

区
分
二
の
患
者
、
又
は
医
療
区
分
一
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、

医
療
区
分
三
の
患
者
又
は
医
療
区
分
二
の
患
者
と
み
な
す
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
障
害
者
施
設
等
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
っ
て
、
平

(1)
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病

棟
に
転
換
し
た
も
の
に
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
入
院
し
て
い
る
患
者

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
障
害
者
施
設
等
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
入
院
し
て
い

(2)
た
患
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入
院
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基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
転
棟
又
は
転
院
し
た
も
の

四

別
表
第
十
二
に
掲
げ
る
疾
患
の
患
者
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に

平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
二
号
（
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
に
よ
る

改
正
前
の
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
第
五
の
三
の

の
二
十
対
一
配
置
病
棟
で
あ
る
病
棟
に
入
院
す
る
患
者
で

(2)

あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
現
に
仮
性
球
麻
痺
以
外
の
患
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
六
月

ひ

三
十
日
に
お
い
て
現
に
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
る
廃
止
前
の
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
Ａ
３
０
９
に
掲
げ
る
特
殊
疾
患
療
養
病
棟
入
院
料
（
以
下
「
特
殊
疾
患
療
養
病
棟
入
院

料
」
と
い
う
。
）
の
１
を
算
定
す
る
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
、
又
は
平
成
十
八
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
現

に
特
殊
疾
患
療
養
病
棟
入
院
料
の
２
を
算
定
す
る
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
（
医
療
区
分
三
の
患
者
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
医
療
区
分
三
の
患
者
又
は
医
療

区
分
二
の
患
者
と
み
な
す
。

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
患
者
の
う
ち
、
脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト

ロ
フ
ィ
ー
患
者
、
難
病
患
者
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
医
療
区
分
三

の
患
者
と
み
な
す
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
殊
疾
患
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る
病
室
で
あ
っ
て
、
平

(1)
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
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棟
に
転
換
し
た
も
の
に
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
入
院
し
て
い
る
患
者

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
殊
疾
患
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る
病
室
に
入
院
し
て
い

(2)
た
患
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入
院

基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
転
棟
又
は
転
院
し
た
も
の

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
患
者
の
う
ち
、
脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト

ロ
フ
ィ
ー
患
者
及
び
難
病
患
者
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
医
療
区
分

三
の
患
者
と
み
な
す
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
殊
疾
患
療
養
病
棟
入
院
料
１
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
っ
て
、

(1)
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る

病
棟
に
転
換
し
た
も
の
に
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
入
院
し
て
い
る
患
者

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
殊
疾
患
療
養
病
棟
入
院
料
１
を
算
定
す
る
病
棟
に
入
院
し
て

(2)
い
た
患
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入

院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
転
棟
又
は
転
院
し
た
も
の

七

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
患
者
の
う
ち
、
重
度
の
肢
体
不
自
由
児
（
者
）
等
、
重
度
の
障
害
者
（
脊
髄
損
傷

等
の
重
度
障
害
者
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
及
び
難
病
患
者
等
を
除
く
。
）
で
あ
る
患

者
（
医
療
区
分
三
の
患
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
医
療
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区
分
二
の
患
者
と
み
な
す
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
殊
疾
患
療
養
病
棟
入
院
料
２
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
っ
て
、

(1)
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る

病
棟
に
転
換
し
た
も
の
に
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
入
院
し
て
い
る
患
者

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
殊
疾
患
療
養
病
棟
入
院
料
２
を
算
定
す
る
病
棟
に
入
院
し
て

(2)
い
た
患
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
療
養
病
棟
入

院
基
本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
転
棟
又
は
転
院
し
た
も
の

八

医
療
区
分
一
の
患
者
が
六
割
以
上
入
院
し
て
い
る
療
養
病
棟
に
つ
い
て
は
、
第
一
、
第
二
、
第
四
及
び
第
五
の

一
（

及
び

を
除
く
。
）
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
介
護
老
人
保
健
施
設
等
へ
の
移
行
準
備
計
画
を
地
方
厚

(6)

(7)

生
局
長
等
に
届
け
出
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
に
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
の
三
の

の
ロ
の
①
か
ら
④
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

(1)

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
を
行
う
看
護
補
助
者
の
数
は
、
常
時

(1)
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の

小
必
要
数
の
三
分
の
一
以
上
が
看
護
職
員
で
あ
る

(2)
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当

す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
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ら
ず
、
一
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
看
護
職
員
の

小
必
要
数
の
二
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

(3)
九

医
療
区
分
一
の
患
者
が
六
割
以
上
入
院
し
て
い
る
診
療
所
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
の
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
、

第
一
、
第
二
、
第
四
及
び
第
六
の
一
の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
介
護
老
人
保
健
施
設
等
へ
の
移
行
準
備
計
画
を
地

方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
に
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
六
の
三
の

の
イ
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

(2)

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
職
員
及
び
看
護
補

(1)
助
者
の
数
は
、
当
該
療
養
病
床
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
有
床
診
療
所
に
雇
用
さ
れ
、
そ
の
療
養
病
床
に
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
看
護
職
員
の
数
は
、
看

(2)
護
職
員
及
び
看
護
補
助
者
の

小
必
要
数
の
三
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
入
院
基
本
料
又
は
特
定
入
院
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
病

棟
（
同
日
に
お
い
て
当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
が
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平

成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
掲
げ
る
栄
養
管
理
実

施
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
限
り
、
第
四
の
五
の

又
は
第
四
の
二
の
二
の

に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

(1)

(1)

十
一

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
七
対
一
入
院
基
本
料
、
特
定
機
能



一
二
六
頁

病
院
入
院
基
本
料
の
一
般
病
棟
の
七
対
一
入
院
基
本
料
又
は
専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
七
対
一
入
院
基
本
料
に
係

る
届
出
を
行
っ
て
い
る
病
棟
（
第
五
の
二
の

の
ロ
、
第
五
の
五
の

の
イ
の
②
又
は
第
五
の
六
の

の
ロ
に
該

(1)

(1)

(2)

当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
の
二
の

の
(1)

イ
、
第
五
の
五
の

の
イ
の
①
又
は
第
五
の
六
の

の
イ
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

(1)

(2)

第
八
の
七
の
三
の

の
ニ
中
「
病
棟
」
と
あ
る
の
は
、
「
病
棟
（
第
十
一
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
第
五
の
二
の

(1)

(1)

の
イ
、
第
五
の
五
の

の
イ
の
①
又
は
第
五
の
六
の

の
イ
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

(1)

(2)

」
と
す
る
。

十
二

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
十
対
一
入
院
基
本
料
、
特
定
機
能

病
院
入
院
基
本
料
の
一
般
病
棟
の
十
対
一
入
院
基
本
料
又
は
専
門
病
院
入
院
基
本
料
の
十
対
一
入
院
基
本
料
に
係

る
届
出
を
行
っ
て
い
る
病
棟
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
五
の
二
の

の
(1)

ロ
の
④
、
第
五
の
五
の

の
イ
の
②
の
４
又
は
第
五
の
六
の

の
ロ
の
④
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

(1)

(2)

十
三

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
無
菌
治
療
室
管
理
加
算
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
治
療
室

（
第
八
の
二
十
一
の
三
の

に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(2)

の
間
に
限
り
、
第
八
の
二
十
一
の
三
の

に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

(1)

十
四

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
救
命
救
急
入
院
料
１
又
は
救
命
救
急
入
院
料
３
に
係
る
届
出

を
行
っ
て
い
る
治
療
室
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
九
の
二
の

の
イ

(1)
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の
③
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

十
五

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
総
合
周
産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
に
係
る
届
出
を
行
っ

て
い
る
治
療
室
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
九
の
六
の
二
の

に
該
当
す

(5)

る
も
の
と
み
な
す
。

十
六

平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
別
表
第
二
第
十
九
号
中
「
一
般
病
棟
（
一
般
病
棟
入
院
基
本
料

（
十
三
対
一
入
院
基
本
料
又
は
十
五
対
一
入
院
基
本
料
に
限
る
。
）
を
算
定
す
る
病
棟
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
一
般
病
棟
」
と
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
十
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

地
域
歯
科
診
療
支
援
病
院
歯
科
初
診
料
に
係
る
手
術

Ｊ
０
１
３

口
腔
内
消
炎
手
術
（
顎
炎
又
は
顎
骨
骨
髄
炎
等
に
限
る
。
）

く
う

Ｊ
０
１
６

口
腔
底
悪
性
腫
瘍
手
術

く
う

Ｊ
０
１
８

舌
悪
性
腫
瘍
手
術

Ｊ
０
３
１

口
唇
悪
性
腫
瘍
手
術

Ｊ
０
３
２

口
腔
、
顎
、
顔
面
悪
性
腫
瘍
切
除
術

く
う

Ｊ
０
３
５

頬

粘
膜
悪
性
腫
瘍
手
術

き
よ
う

Ｊ
０
３
６

術
後
性
上
顎
嚢
胞
摘
出
術

の
う



一
二
八
頁

Ｊ
０
３
９

上
顎
骨
悪
性
腫
瘍
手
術

Ｊ
０
４
２

下
顎
骨
悪
性
腫
瘍
手
術

Ｊ
０
４
３

顎
骨
腫
瘍
摘
出
術

Ｊ
０
６
６

歯
槽
骨
骨
折
観
血
的
整
復
術

Ｊ
０
６
８

上
顎
骨
折
観
血
的
手
術

Ｊ
０
６
９

上
顎
骨
形
成
術

Ｊ
０
７
０

頬

骨
骨
折
観
血
的
整
復
術

き
よ
う

Ｊ
０
７
２

下
顎
骨
折
観
血
的
手
術

Ｊ
０
７
２

２

下
顎
関
節
突
起
骨
折
観
血
的
手
術

－

Ｊ
０
７
５

下
顎
骨
形
成
術

Ｊ
０
７
６

顔
面
多
発
骨
折
観
血
的
手
術

Ｊ
０
８
７

上
顎
洞
根
治
手
術

別
表
第
二

平
均
在
院
日
数
の
計
算
対
象
と
し
な
い
患
者

一

精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
を
算
定
す
る
患
者

二

救
命
救
急
入
院
料
（
広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
料
に
限
る
。
）
を
算
定
す
る
患
者

三

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
（
広
範
囲
熱
傷
特
定
集
中
治
療
管
理
料
に
限
る
。
）
を
算
定
す
る
患
者



一
二
九
頁

四

小
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

五

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

六

総
合
周
産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

七

新
生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

八

一
類
感
染
症
患
者
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

九

特
殊
疾
患
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

十

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

十
一

亜
急
性
期
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

十
二

特
殊
疾
患
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

十
三

緩
和
ケ
ア
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

十
四

精
神
科
救
急
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

十
五

精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

十
六

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

十
七

児
童
・
思
春
期
精
神
科
入
院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る
患
者

十
八

精
神
療
養
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

十
九

一
般
病
棟
（
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
十
三
対
一
入
院
基
本
料
又
は
十
五
対
一
入
院
基
本
料
に
限
る
。
）
を
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算
定
す
る
病
棟
を
除
く
。
）
に
入
院
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
患
者
で
あ
っ
て
、

医
科
点
数
表
第
１
章
第
２
部
第
１
節
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注
８
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
状
態

等
に
あ
る
も
の

二
十

一
般
病
棟
に
入
院
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
患
者
で
あ
っ
て
、
医
科
点
数
表

第
１
章
第
２
部
第
１
節
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
注

の
規
定
に
よ
り
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
１
の
例
に
よ
り
算

13

定
し
て
い
る
患
者

二
十
一

認
知
症
治
療
病
棟
入
院
料
を
算
定
し
て
い
る
患
者

二
十
二

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
１
を
算
定
し
て
い
る
患
者

別
表
第
三

看
護
配
置
基
準
の
計
算
対
象
と
し
な
い
治
療
室
、
病
室
又
は
専
用
施
設

一

救
命
救
急
入
院
料
に
係
る
治
療
室

二

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
に
係
る
治
療
室

三

ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
に
係
る
治
療
室

四

脳
卒
中
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
に
係
る
治
療
室

五

小
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
に
係
る
治
療
室

六

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
に
係
る
治
療
室

七

総
合
周
産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
に
係
る
治
療
室
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八

新
生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
料
に
係
る
治
療
室

九

一
類
感
染
症
患
者
入
院
医
療
管
理
料
に
係
る
治
療
室

十

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
１
に
係
る
回
復
室

十
一

外
来
化
学
療
法
加
算
に
係
る
専
用
施
設

別
表
第
四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
等
に
あ
る
患
者

一

難
病
患
者
等
入
院
診
療
加
算
を
算
定
す
る
患
者

二

重
症
者
等
療
養
環
境
特
別
加
算
を
算
定
す
る
患
者

三

重
度
の
肢
体
不
自
由
者
（
脳
卒
中
の
後
遺
症
の
患
者
及
び
認
知
症
の
患
者
を
除
く
。
）
、
脊
髄
損
傷
等
の
重
度

障
害
者
（
脳
卒
中
の
後
遺
症
の
患
者
及
び
認
知
症
の
患
者
を
除
く
。
）
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ

ィ
ー
患
者
及
び
難
病
患
者
等

四

悪
性
新
生
物
に
対
す
る
治
療
（
重
篤
な
副
作
用
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
等
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る
状
態

に
あ
る
患
者

五

観
血
的
動
脈
圧
測
定
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

六

心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
料
又
は
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者
（
患
者
の
入
院
の
日
か

ら
起
算
し
て
百
八
十
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）



一
三
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七

ド
レ
ー
ン
法
又
は
胸
腔
若
し
く
は
腹
腔
の
洗
浄
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

く
う

く
う

八

頻
回
に
喀
痰
吸
引
及
び
干
渉
低
周
波
去
痰
器
に
よ
る
喀
痰
排
出
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

か
く
た
ん

た
ん

か
く
た
ん

九

人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

十

人
工
腎
臓
、
持
続
緩
徐
式
血
液
濾
過
又
は
血

漿

交
換
療
法
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

ろ

し
よ
う

十
一

全
身
麻
酔
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
麻
酔
を
用
い
る
手
術
を
実
施
し
、
当
該
疾
病
に
係
る
治
療
を
継
続
し
て
い

る
状
態
（
当
該
手
術
を
実
施
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
に
あ
る
患
者

十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
状
態
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
患
者

別
表
第
五

特
定
入
院
基
本
料
、
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
る
画
像

診
断
及
び
処
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
薬
剤
及
び
注
射
薬

一

こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
画
像
診
断

写
真
診
断
（
単
純
撮
影
（
エ
ッ
ク
ス
線
診
断
料
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

撮
影
（
単
純
撮
影
（
エ
ッ
ク
ス
線
診
断
料
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

二

こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
処
置

創
傷
処
置
（
手
術
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
の
患
者
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）

喀
痰
吸
引

か
く
た
ん

摘
便
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酸
素
吸
入

酸
素
テ
ン
ト

皮
膚
科
軟
膏
処
置

こ
う

膀
胱
洗
浄

ぼ
う
こ
う

留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置

導
尿

膣
洗
浄

ち
つ眼

処
置

耳
処
置

耳
管
処
置

鼻
処
置

口
腔
、
咽
頭
処
置

く
う

間
接
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

介
達
牽
引

け
ん



一
三
四
頁

消
炎
鎮
痛
等
処
置

鼻
腔
栄
養

く
う

長
期
療
養
患
者

褥

瘡
等
処
置

じ
よ
く
そ
う

三

こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
薬
剤
（
特
定
入
院
基
本
料
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

抗
悪
性
腫
瘍
剤
（
悪
性
新
生
物
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
に
対
し
て
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
疼
痛
コ

り

と
う

ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
医
療
用
麻
薬

四

こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
注
射
薬
（
特
定
入
院
基
本
料
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

抗
悪
性
腫
瘍
剤
（
悪
性
新
生
物
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
に
対
し
て
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
、
エ
リ
ス
ロ

り

ポ
エ
チ
ン
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
投
与

か
ん

さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
、
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧

か
ん

血
状
態
に
あ
る
も
の
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
医
療
用
麻
薬

と
う

別
表
第
五
の
一
の
二

特
定
入
院
基
本
料
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
薬
剤
及
び
注
射
薬
並
び
に
療
養
病
棟

入
院
基
本
料
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
に
含
ま
れ
な
い
薬
剤
及
び
注
射
薬
（
特
殊
疾
患
入
院
医
療
管

理
料
、
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
、
亜
急
性
期
入
院
医
療
管
理
料
、
特
殊
疾
患
病
棟
入
院
料
、
緩

和
ケ
ア
病
棟
入
院
料
、
精
神
療
養
病
棟
入
院
料
、
認
知
症
治
療
病
棟
入
院
料
及
び
短
期
滞
在
手
術
基
本
料
３
に
お
け

る
除
外
薬
剤
・
注
射
薬
）



一
三
五
頁

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
製
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

抗
ウ
イ
ル
ス
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
も
の
及
び
後
天
性
免
疫
不
全
症
候

群
又
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
の
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

血
友
病
の
治
療
に
係
る
血
液
凝
固
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂
回
活
性
複
合
体

う

別
表
第
五
の
二

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
の
入
院
基
本
料
Ａ
、
入
院
基
本
料
Ｂ
及
び
入
院
基
本
料
Ｃ
並
び
に
有
床
診
療

所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
入
院
基
本
料
Ａ
に
係
る
疾
患
及
び
状
態

一

対
象
疾
患
の
名
称

ス
モ
ン

二

対
象
と
な
る
状
態

医
師
及
び
看
護
職
員
に
よ
り
、
常
時
、
監
視
及
び
管
理
を
実
施
し
て
い
る
状
態

中
心
静
脈
栄
養
を
実
施
し
て
い
る
状
態

二
十
四
時
間
持
続
し
て
点
滴
を
実
施
し
て
い
る
状
態

人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態

ド
レ
ー
ン
法
又
は
胸
腔
若
し
く
は
腹
腔
の
洗
浄
を
実
施
し
て
い
る
状
態

く
う

く
う

気
管
切
開
又
は
気
管
内
挿
管
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
発
熱
を
伴
う
状
態

酸
素
療
法
を
実
施
し
て
い
る
状
態



一
三
六
頁

感
染
症
の
治
療
の
必
要
性
か
ら
隔
離
室
で
の
管
理
を
実
施
し
て
い
る
状
態

別
表
第
五
の
三

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
の
入
院
基
本
料
Ｄ
、
入
院
基
本
料
Ｅ
及
び
入
院
基
本
料
Ｆ
並
び
に
有
床
診
療

所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
入
院
基
本
料
Ｂ
及
び
入
院
基
本
料
Ｃ
に
係
る
疾
患
及
び
状
態
等

一

対
象
疾
患
の
名
称

筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
症

多
発
性
硬
化
症
、
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
関
連
疾
患
（
進
行
性
核
上
性
麻
痺
、
大
脳
皮
質

ひ

基
底
核
変
性
症
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
（
ホ
ー
エ
ン
・
ヤ
ー
ル
の
重
症
度
分
類
が
ス
テ
ー
ジ
三
以
上
で
あ
っ
て
生

活
機
能
障
害
度
が
Ⅱ
度
又
は
Ⅲ
度
の
状
態
に
限
る
。
）
）
そ
の
他
の
難
病
（
ス
モ
ン
を
除
く
。
）

脊
髄
損
傷
（
頸
椎
損
傷
を
原
因
と
す
る
麻
痺
が
四
肢
全
て
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

け
い

ひ

慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
（
ヒ
ュ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
分
類
が
Ⅴ
度
の
状
態
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

悪
性
腫
瘍
（
医
療
用
麻
薬
等
の
薬
剤
投
与
に
よ
る
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
な
場
合
に
限
る
。
）

と
う

二

対
象
と
な
る
状
態

肺
炎
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

尿
路
感
染
症
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

傷
病
等
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
状
態
（
原
因
と
な
る
傷
病
等
の
発
症
後
、
三
十
日
以
内
の
場

合
で
、
実
際
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）



一
三
七
頁

脱
水
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態
か
つ
発
熱
を
伴
う
状
態

消
化
管
等
の
体
内
か
ら
の
出
血
が
反
復
継
続
し
て
い
る
状
態

頻
回
の
嘔
吐
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態
か
つ
発
熱
を
伴
う
状
態

お
う

褥

瘡
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態
（
皮
膚
層
の
部
分
的
喪
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は

褥

瘡
が
二

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

箇
所
以
上
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

末

梢

循
環
障
害
に
よ
る
下
肢
末
端
の
開
放
創
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

し
よ
う

せ
ん
妄
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

う
つ
症
状
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

他
者
に
対
す
る
暴
行
が
毎
日
認
め
ら
れ
る
状
態

人
工
腎
臓
、
持
続
緩
徐
式
血
液
濾
過
、
腹
膜
灌
流
又
は
血

漿

交
換
療
法
を
実
施
し
て
い
る
状
態

ろ

か
ん

し
よ
う

経
鼻
胃
管
や
胃
瘻
等
の
経
腸
栄
養
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
発
熱
又
は
嘔
吐
を
伴
う
状
態

ろ
う

お
う

一
日
八
回
以
上
の
喀
痰
吸
引
を
実
施
し
て
い
る
状
態

か
く
た
ん

気
管
切
開
又
は
気
管
内
挿
管
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態
（
発
熱
を
伴
う
状
態
を
除
く
。
）

頻
回
の
血
糖
検
査
を
実
施
し
て
い
る
状
態

創
傷
（
手
術
創
や
感
染
創
を
含
む
。
）
、
皮
膚
潰
瘍
又
は
下
腿
若
し
く
は
足
部
の
蜂
巣
炎
、
膿
等
の
感
染
症
に

た
い

ほ
う

の
う

対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態



一
三
八
頁

三

対
象
と
な
る
患
者

次
に
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関
の
療
養
病
棟
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
六
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
特
殊
疾
患
療

養
病
棟
入
院
料
又
は
特
殊
疾
患
入
院
施
設
管
理
加
算
を
算
定
す
る
も
の
に
入
院
し
て
い
る
患
者
（
重
度
の
肢
体
不

自
由
児
（
者
）
又
は
知
的
障
害
者
に
限
る
。
）

児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
（
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る

(1)
児
童
又
は
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関

(2)

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療

(3)
機
関

別
表
第
五
の
四

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
状
態

Ａ
Ｄ
Ｌ
区
分
三
の
状
態

別
表
第
六

難
病
患
者
等
入
院
診
療
加
算
に
係
る
疾
患
及
び
状
態

一

対
象
疾
患
の
名
称

多
発
性
硬
化
症

重
症
筋
無
力
症



一
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ス
モ
ン

筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症

脊
髄
小
脳
変
性
症

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
関
連
疾
患
（
進
行
性
核
上
性
麻
痺
、
大
脳
皮
質
基
底
核
変
性
症
及
び
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
）

ひ

多
系
統
萎
縮
症
（
線
条
体
黒
質
変
性
症
、
オ
リ
ー
ブ
橋
小
脳
萎
縮
症
及
び
シ
ャ
イ
・
ド
レ
ー
ガ
ー
症
候
群
）

プ
リ
オ
ン
病

亜
急
性
硬
化
性
全
脳
炎

ラ
イ
ソ
ゾ
ー
ム
病

副
腎
白
質
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー

脊
髄
性
筋
萎
縮
症

球
脊
髄
性
筋
萎
縮
症

慢
性
炎
症
性
脱
髄
性
多
発
神
経
炎

メ
チ
シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
感
染
症
（
開
胸
心
手
術
又
は
直
腸
悪
性
腫
瘍
手
術
の
後
に
発
症
し
た
も
の

に
限
る
。
）

後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
を
含
む
。
）



一
四
〇
頁

多
剤
耐
性
結
核

二

対
象
と
な
る
状
態

多
剤
耐
性
結
核
以
外
の
疾
患
を
主
病
と
す
る
患
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾
患
を
原
因
と
し
て
日
常
生
活
動
作

(1)
に
著
し
い
支
障
を
来
し
て
い
る
状
態
（
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
当

該
疾
患
に
罹
患
し
て
い
る
状
態
に
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
に
つ
い
て
は
ホ
ー
エ
ン
・
ヤ
ー
ル
の
重
症
度
分
類
が
ス

り

テ
ー
ジ
三
以
上
で
あ
っ
て
生
活
機
能
障
害
度
が
Ⅱ
度
又
は
Ⅲ
度
の
状
態
に
限
る
。
）

多
剤
耐
性
結
核
を
主
病
と
す
る
患
者
に
あ
っ
て
は
、
治
療
上
の
必
要
が
あ
っ
て
、
適
切
な
陰
圧
管
理
を
行
う

(2)
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
病
室
に
入
院
し
て
い
る
状
態

別
表
第
六
の
二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域

一

北
海
道
芦
別
市
、
赤
平
市
、
滝
川
市
、
砂
川
市
、
歌
志
内
市
、
奈
井
江
町
、
上
砂
川
町
、
浦
臼
町
、
新
十
津
川

町
及
び
雨
竜
町
の
地
域

二

北
海
道
苫
小
牧
市
、
白
老
町
、
安
平
町
、
厚
真
町
及
び
む
か
わ
町
の
地
域

三

北
海
道
北
見
市
、
網
走
市
、
大
空
町
、
美
幌
町
、
津
別
町
、
斜
里
町
、
清
里
町
、
小
清
水
町
、
訓
子
府
町
及
び

置
戸
町
の
地
域

四

北
海
道
帯
広
市
、
音
更
町
、
士
幌
町
、
上
士
幌
町
、
鹿
追
町
、
新
得
町
、
清
水
町
、
芽
室
町
、
中
礼
内
村
、
更

別
村
、
大
樹
町
、
広
尾
町
、
幕
別
町
、
池
田
町
、
豊
頃
町
、
本
別
町
、
足
寄
町
、
陸
別
町
及
び
浦
幌
町
の
地
域
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北
海
道
釧
路
市
、
釧
路
町
、
厚
岸
町
、
浜
中
町
、
標
茶
町
、
弟
子
屈
町
、
鶴
居
村
及
び
白
糠
町
の
地
域

六

秋
田
県
大
館
市
、
鹿
角
市
及
び
小
坂
町
の
地
域

七

秋
田
県
由
利
本
荘
市
及
び
に
か
ほ
市
の
地
域

八

山
形
県
米
沢
市
、
長
井
市
、
南
陽
市
、
高
畠
町
、
川
西
町
、
小
国
町
、
白
鷹
町
及
び
飯
豊
町
の
地
域

九

山
形
県
鶴
岡
市
、
酒
田
市
、
三
川
町
、
庄
内
町
及
び
遊
佐
町
の
地
域

十

福
島
県
会
津
若
松
市
、
喜
多
方
市
、
北
塩
原
村
、
西
会
津
町
、
磐
梯
町
、
猪
苗
代
町
、
会
津
坂
下
町
、
湯
川
村

、
柳
津
町
、
三
島
町
、
金
山
町
、
昭
和
村
及
び
会
津
美
里
町
の
地
域

十
一

東
京
都
大
島
町
、
利
島
村
、
新
島
村
、
神
津
島
村
、
三
宅
村
、
御
蔵
島
村
、
八
丈
町
、
青
ヶ
島
村
及
び
小
笠

原
村
の
地
域

十
二

新
潟
県
村
上
市
、
新
発
田
市
、
胎
内
市
、
関
川
村
、
粟
島
浦
村
及
び
聖
籠
町
の
地
域

十
三

新
潟
県
上
越
市
、
妙
高
市
及
び
糸
魚
川
市
の
地
域

十
四

新
潟
県
佐
渡
市
の
地
域

十
五

長
野
県
飯
田
市
及
び
下
伊
那
郡
の
地
域

十
六

岐
阜
県
高
山
市
、
飛
騨
市
、
下
呂
市
及
び
白
川
村
の
地
域

十
七

和
歌
山
県
田
辺
市
、
み
な
べ
町
、
白
浜
町
、
上
富
田
町
及
び
す
さ
み
町
の
地
域

十
八

島
根
県
海
士
町
、
西
ノ
島
町
、
知
夫
村
及
び
隠
岐
の
島
町
の
地
域
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十
九

岡
山
県
津
山
市
、
美
作
市
、
鏡
野
町
、
勝
央
町
、
奈
義
町
、
西
粟
倉
村
、
久
米
南
町
及
び
美
咲
町
の
地
域

二
十

香
川
県
小
豆
郡
の
地
域

二
十
一

高
知
県
宿
毛
市
、
土
佐
清
水
市
、
四
万
十
市
、
大
月
町
、
三
原
村
及
び
黒
潮
町
の
地
域

二
十
二

長
崎
県
五
島
市
の
地
域

二
十
三

長
崎
県
新
上
五
島
町
及
び
小
値
賀
町
の
地
域

二
十
四

長
崎
県
壱
岐
市
の
地
域

二
十
五

長
崎
県
対
馬
市
の
地
域

二
十
六

熊
本
県
人
吉
市
、
錦
町
、
あ
さ
ぎ
り
町
、
多
良
木
町
、
湯
前
町
、
水
上
村
、
相
良
村
、
五
木
村
、
山
江
村

及
び
球
磨
村
の
地
域

二
十
七

鹿
児
島
県
西
之
表
市
及
び
熊
毛
郡
の
地
域

二
十
八

鹿
児
島
県
奄
美
市
及
び
大
島
郡
の
地
域

二
十
九

沖
縄
県
宮
古
島
市
及
び
多
良
間
村
の
地
域

三
十

沖
縄
県
石
垣
市
、
竹
富
町
及
び
与
那
国
町
の
地
域

別
表
第
六
の
三

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
管
理
加
算
の
対
象
患
者

妊
娠
二
十
二
週
か
ら
三
十
二
週
未
満
の
早
産
の
患
者

妊
娠
高
血
圧
症
候
群
重
症
の
患
者
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前
置
胎
盤
（
妊
娠
二
十
八
週
以
降
で
出
血
等
の
症
状
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

妊
娠
三
十
週
未
満
の
切
迫
早
産
（
子
宮
収
縮
、
子
宮
出
血
、
頸
管
の
開
大
、
短
縮
又
は
軟
化
の
い
ず
れ
か
の
兆
候

け
い

を
示
す
も
の
等
に
限
る
。
）
の
患
者

多
胎
妊
娠
の
患
者

子
宮
内
胎
児
発
育
遅
延
の
患
者

心
疾
患
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

糖
尿
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

甲
状
腺
疾
患
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

腎
疾
患
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

膠
原
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

こ
う特

発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

白
血
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

血
友
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

出
血
傾
向
の
あ
る
状
態
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
の
患
者

Ｒ
ｈ
不
適
合
の
患
者
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当
該
妊
娠
中
に
帝
王
切
開
術
以
外
の
開
腹
手
術
を
行
っ
た
患
者
又
は
行
う
予
定
の
あ
る
患
者

別
表
第
七

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
管
理
加
算
の
対
象
患
者

べ
ん

妊
娠
二
十
二
週
か
ら
三
十
二
週
未
満
の
早
産
の
患
者

四
十
歳
以
上
の
初
産
婦
で
あ
る
患
者

分
娩
前
の
Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
三
十
五
以
上
の
初
産
婦
で
あ
る
患
者

べ
ん

妊
娠
高
血
圧
症
候
群
重
症
の
患
者

常
位
胎
盤
早
期
剥
離
の
患
者

は
く

前
置
胎
盤
（
妊
娠
二
十
八
週
以
降
で
出
血
等
の
症
状
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

双
胎
間
輸
血
症
候
群
の
患
者

多
胎
妊
娠
の
患
者

子
宮
内
胎
児
発
育
遅
延
の
患
者

心
疾
患
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

糖
尿
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

特
発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

白
血
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

血
友
病
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者
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出
血
傾
向
の
あ
る
状
態
（
治
療
中
の
も
の
に
限
る
。
）
の
患
者

Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
の
患
者

当
該
妊
娠
中
に
帝
王
切
開
術
以
外
の
開
腹
手
術
を
行
っ
た
患
者
又
は
行
う
予
定
の
あ
る
患
者

別
表
第
七
の
二

精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
対
象
患
者

呼
吸
器
系
疾
患
（
肺
炎
、
喘
息
発
作
、
肺
気
腫
）
の
患
者

ぜ
ん

心
疾
患
（N

e
w

Y
o
r
k

H
e
a
r
t

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n

の
心
機
能
分
類
の
Ⅲ
度
、
Ⅳ
度
相
当
の
心
不
全
、
虚
血
性
心
疾
患
、

モ
ニ
タ
ー
監
視
を
必
要
と
す
る
不
整
脈
）
の
患
者

手
術
又
は
直
達
・
介
達
牽
引
を
要
す
る
骨
折
の
患
者

け
ん

重
篤
な
内
分
泌
・
代
謝
性
疾
患
（
イ
ン
ス
リ
ン
投
与
を
要
す
る
糖
尿
病
、
専
門
医
の
診
療
を
要
す
る
内
分
泌
疾
患

、
肝
硬
変
に
伴
う
高
ア
ン
モ
ニ
ア
血
症
）
の
患
者

重
篤
な
栄
養
障
害
（B
o
d
y

M
a
s
s

I
n
d
e
x

未
満
の
摂
食
障
害
）
の
患
者

13

意
識
障
害
（
急
性
薬
物
中
毒
、
ア
ル
コ
ー
ル
精
神
障
害
、
電
解
質
異
常
、
代
謝
性
疾
患
に
よ
る
せ
ん
妄
等
）
の
患

者
全
身
感
染
症
（
結
核
、
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
、
梅
毒
１
期
、
２
期
、
敗
血
症
）
の
患
者

急
性
腹
症
（
消
化
管
出
血
、
イ
レ
ウ
ス
等
）
の
患
者

悪
性
症
候
群
、
横
紋
筋
融
解
症
の
患
者
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広
範
囲
（
半
肢
以
上
）
熱
傷
の
患
者

手
術
、
化
学
療
法
又
は
放
射
線
療
法
を
要
す
る
悪
性
腫
瘍
の
患
者

透
析
導
入
時
の
患
者

手
術
室
で
の
手
術
を
必
要
と
す
る
状
態
の
患
者

膠
原
病
（
専
門
医
に
よ
る
管
理
を
必
要
と
す
る
状
態
に
限
る
。
）
の
患
者

こ
う

別
表
第
八

一
類
感
染
症
患
者
入
院
医
療
管
理
料
の
対
象
患
者

一

感
染
症
法
第
六
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
又
は
同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
類
感
染
症
に
罹
患

り

し
て
い
る
患
者

二

前
号
の
感
染
症
の
疑
似
症
患
者
又
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者

別
表
第
九

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
状
態
及
び
算
定
上
限
日
数

一

脳
血
管
疾
患
、
脊
髄
損
傷
、
頭
部
外
傷
、
く
も
膜
下
出
血
の
シ
ャ
ン
ト
手
術
後
、
脳
腫
瘍
、
脳
炎
、
急
性
脳
症

、
脊
髄
炎
、
多
発
性
神
経
炎
、
多
発
性
硬
化
症
、
腕
神
経
叢
損
傷
等
の
発
症
後
若
し
く
は
手
術
後
の
状
態
（
発
症

そ
う

後
又
は
手
術
後
二
か
月
以
内
に
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
算
定
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

た
だ
し
、
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基
本
料
に
限
る
。
）
、
特
定
機
能
病

院
入
院
基
本
料
（
一
般
病
棟
に
限
る
。
）
、
専
門
病
院
入
院
基
本
料
（
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基

本
料
に
限
る
。
）
、
総
合
入
院
体
制
加
算
、
救
命
救
急
入
院
料
、
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
、
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
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ト
入
院
医
療
管
理
料
、
脳
卒
中
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
又
は
小
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
（
以
下
「

算
定
開
始
日
数
控
除
対
象
入
院
料
等
」
と
い
う
。
）
を
算
定
す
る
患
者
に
対
し
て
、
一
日
六
単
位
以
上
の
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
提
供
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
日
数
を
こ
の
二
か
月
の
期
間
か
ら
三
十
日
を
限
度
と
し
て
控
除
す

る
も
の
と
す
る
。
）
又
は
義
肢
装
着
訓
練
を
要
す
る
状
態
（
算
定
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
日
以
内
。
た
だ

し
、
高
次
脳
機
能
障
害
を
伴
っ
た
重
症
脳
血
管
障
害
、
重
度
の
頸
髄
損
傷
及
び
頭
部
外
傷
を
含
む
多
部
位
外
傷
の

け
い

場
合
は
、
算
定
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
百
八
十
日
以
内
）

二

大
腿
骨
、
骨
盤
、
脊
椎
、
股
関
節
若
し
く
は
膝
関
節
の
骨
折
又
は
二
肢
以
上
の
多
発
骨
折
の
発
症
後
又
は
手
術

た
い

し
つ

後
の
状
態
（
発
症
後
又
は
手
術
後
二
か
月
以
内
に
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
算
定
が
開
始
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
算
定
開
始
日
数
控
除
対
象
入
院
料
等
を
算
定
す
る
患
者
に
対
し
て
、
一
日
六
単
位

以
上
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
提
供
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
日
数
を
こ
の
二
か
月
の
期
間
か
ら
三
十
日
を
限
度

と
し
て
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
（
算
定
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
以
内
）

三

外
科
手
術
又
は
肺
炎
等
の
治
療
時
の
安
静
に
よ
り
廃
用
症
候
群
を
有
し
て
お
り
、
手
術
後
又
は
発
症
後
の
状
態

（
手
術
後
又
は
発
症
後
二
か
月
以
内
に
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
算
定
が
開
始
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
た
だ
し
、
算
定
開
始
日
数
控
除
対
象
入
院
料
等
を
算
定
す
る
患
者
に
対
し
て
、
一
日
六
単
位
以
上
の
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
提
供
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
日
数
を
こ
の
二
か
月
の
期
間
か
ら
三
十
日
を
限
度
と
し
て
控

除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
（
算
定
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
以
内
）
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四

大
腿
骨
、
骨
盤
、
脊
椎
、
股
関
節
又
は
膝
関
節
の
神
経
、
筋
又
は
靱
帯
損
傷
後
の
状
態
（
損
傷
後
一
か
月
以
内

た
い

し
つ

じ
ん

に
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
算
定
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
算
定
開
始
日
数

控
除
対
象
入
院
料
等
を
算
定
す
る
患
者
に
対
し
て
、
一
日
六
単
位
以
上
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
提
供
さ
れ
た

場
合
は
、
そ
の
日
数
を
こ
の
一
か
月
の
期
間
か
ら
三
十
日
を
限
度
と
し
て
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
（
算
定
開

始
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
）

五

股
関
節
又
は
膝
関
節
の
置
換
術
後
の
状
態
（
損
傷
後
一
か
月
以
内
に
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院

し
つ

料
の
算
定
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
算
定
開
始
日
数
控
除
対
象
入
院
料
等
を
算
定
す
る
患
者
に
対

し
て
、
一
日
六
単
位
以
上
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
提
供
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
日
数
を
こ
の
一
か
月
の
期
間

か
ら
三
十
日
を
限
度
と
し
て
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
（
算
定
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
以
内
）

別
表
第
九
の
二

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
状
態

一

脳
血
管
疾
患
、
脊
髄
損
傷
、
頭
部
外
傷
、
く
も
膜
下
出
血
の
シ
ャ
ン
ト
手
術
後
、
脳
腫
瘍
、
脳
炎
、
急
性
脳
症

、
脊
髄
炎
、
多
発
性
神
経
炎
、
多
発
性
硬
化
症
、
腕
神
経
叢
損
傷
等
の
発
症
後
若
し
く
は
手
術
後
の
状
態
又
は
義

そ
う

肢
装
着
訓
練
を
要
す
る
状
態

二

大
腿
骨
、
骨
盤
、
脊
椎
、
股
関
節
若
し
く
は
膝
関
節
の
骨
折
又
は
二
肢
以
上
の
多
発
骨
折
の
発
症
後
又
は
手
術

た
い

し
つ

後
の
状
態

三

外
科
手
術
又
は
肺
炎
等
の
治
療
時
の
安
静
に
よ
り
廃
用
症
候
群
を
有
し
て
お
り
、
手
術
後
又
は
発
症
後
の
状
態
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四

大
腿
骨
、
骨
盤
、
脊
椎
、
股
関
節
又
は
膝
関
節
の
神
経
、
筋
又
は
靱
帯
損
傷
後
の
状
態

た
い

し
つ

じ
ん

五

股
関
節
又
は
膝
関
節
の
置
換
術
後
の
状
態

し
つ

別
表
第
十

精
神
科
救
急
入
院
料
、
精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
及
び
精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
の
対
象
患

者一

精
神
科
救
急
入
院
料
の
対
象
患
者

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

(1)
定
に
よ
り
入
院
す
る
患
者

以
外
の
患
者
で
あ
っ
て
、
精
神
科
救
急
入
院
料
に
係
る
病
棟
に
入
院
す
る
前
三
月
間
に
お
い
て
保
険
医
療

(2)

(1)
機
関
（
当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
を
含
む
。
）
の
精
神
病
棟
に
入
院
（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大

な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
四
十
二
条

第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
に
よ
る
入
院
（
以
下
「
医
療
観
察
法
入
院
」
と
い
う
。

）
を
除
く
。
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
患
者

二

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
の
対
象
患
者

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
に
入
院
す
る
前
三
月
間
に
お
い
て
保
険
医
療
機
関
（
当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医

(1)
療
機
関
を
含
む
。
）
の
精
神
病
棟
に
入
院
（
医
療
観
察
法
入
院
を
除
く
。
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
患
者

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
患
者
で
あ
っ
て
、
急
性
増
悪
の
た
め

(2)



一
五
〇
頁

当
該
病
棟
に
お
け
る
治
療
が
必
要
な
も
の

三

精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
の
対
象
患
者

一
の

及
び

の
患
者
に
加
え
、
身
体
疾
患
の
治
療
の
た
め
一
般
病
棟
に
入
院
し
た
後
に
精
神
科
救
急
入
院
料

(1)

(2)

に
係
る
病
棟
に
入
院
し
た
患
者
（
当
該
病
棟
で
の
入
院
前
三
月
間
に
お
い
て
精
神
病
棟
に
入
院
（
医
療
観
察
法
入

院
を
除
く
。
）
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
十
一

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
に
係
る
手
術

一

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
１
が
算
定
で
き
る
手
術

Ｋ
０
０
５

皮
膚
、
皮
下
腫
瘍
摘
出
術
（
露
出
部
）

３

長
径
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
六
歳
未
満
に
限

る
。
）

Ｋ
０
０
６

皮
膚
、
皮
下
腫
瘍
摘
出
術
（
露
出
部
以
外
）

３

長
径
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
六
歳
未
満

に
限
る
。
）

Ｋ
０
０
８

腋
臭
症
手
術

え
き

Ｋ
０
６
８

半
月
板
切
除
術

Ｋ
０
６
８

２

関
節
鏡
下
半
月
板
切
除
術

－

Ｋ
０
９
３

手
根
管
開
放
手
術

Ｋ
０
９
３

２

関
節
鏡
下
手
根
管
開
放
手
術

－
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一
頁

Ｋ
２
８
２

水
晶
体
再
建
術

Ｋ
４
７
４

乳
腺
腫
瘍
摘
出
術

Ｋ
５
０
８

気
管
支
狭
窄
拡
張
術
（
気
管
支
鏡
に
よ
る
も
の
）

さ
く

Ｋ
５
１
０

気
管
支
腫
瘍
摘
出
術
（
気
管
支
鏡
又
は
気
管
支
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
に
よ
る
も
の
）

Ｋ
６
５
３

内
視
鏡
的
胃
、
十
二
指
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術

１

早
期
悪
性
腫
瘍
粘
膜
切
除
術

Ｋ
７
２
１

内
視
鏡
的
結
腸
ポ
リ
ー
プ
・
粘
膜
切
除
術

１

長
径
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満

Ｋ
８
４
１

２

経
尿
道
的
レ
ー
ザ
ー
前
立
腺
切
除
術

－

二

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
２
が
算
定
で
き
る
手
術

Ｋ
０
６
７

関
節

鼠

摘
出
手
術

ね
ず
み

Ｋ
０
６
７

２

関
節
鏡
下
関
節

鼠

摘
出
手
術

－

ね
ず
み

Ｋ
０
６
９

半
月
板
縫
合
術

Ｋ
０
６
９

３

関
節
鏡
下
半
月
板
縫
合
術

－

Ｋ
０
７
４

靱
帯
断
裂
縫
合
術

じ
ん

Ｋ
０
７
４

２

関
節
鏡
下
靱
帯
断
裂
縫
合
術

－

じ
ん

Ｋ
１
９
６

２

胸
腔
鏡
下
交
感
神
経
節
切
除
術
（
両
側
）

－

く
う

Ｋ
４
５
３

顎
下
腺
腫
瘍
摘
出
術
（
歯
科
点
数
表
に
お
い
て
は
Ｊ
０
５
６
）



一
五
二
頁

Ｋ
４
５
４

顎
下
腺
摘
出
術
（
歯
科
点
数
表
に
お
い
て
は
Ｊ
０
５
５
）

Ｋ
４
６
１

甲
状
腺
部
分
切
除
術
、
甲
状
腺
腫
摘
出
術

Ｋ
６
１
７

下
肢
静
脈

瘤

手
術

１

抜
去
切
除
術

り
ゆ
う

Ｋ
６
７
２

２

腹
腔
鏡
下
胆
嚢
摘
出
術

－

く
う

の
う

Ｋ
７
１
８

２

腹
腔
鏡
下
虫
垂
切
除
術

－

く
う

Ｋ
７
４
３

痔
核
手
術
（
脱
肛
を
含
む
。
）

４

根
治
手
術

じ

こ
う

Ｋ
７
８
１

経
尿
道
的
尿
路
結
石
除
去
術

Ｋ
８
２
３

尿
失
禁
手
術

Ｋ
８
６
７

子
宮
頸
部
（
膣
部
）
切
除
術

け
い

ち
つ

Ｋ
８
７
３

子
宮
鏡
下
子
宮
筋
腫
摘
出
術

Ｋ
８
８
８

子
宮
附
属
器
腫
瘍
摘
出
術
（
両
側
）

２

腹
腔
鏡
に
よ
る
も
の

く
う

三

短
期
滞
在
手
術
基
本
料
３
を
算
定
す
る
手
術

Ｋ
６
３
３

ヘ
ル
ニ
ア
手
術

５

鼠
径
ヘ
ル
ニ
ア
（
十
五
歳
未
満
に
限
る
。
）

そ

Ｋ
６
３
４

腹
腔
鏡
下
鼠
径
ヘ
ル
ニ
ア
手
術
（
両
側
）
（
十
五
歳
未
満
に
限
る
。
）

く
う

そ

別
表
第
十
二

脊
髄
損
傷



一
五
三
頁

筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
症

多
発
性
硬
化
症

重
症
筋
無
力
症

ス
モ
ン

筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症

脊
髄
小
脳
変
性
症

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
関
連
疾
患
（
進
行
性
核
上
性
麻
痺
、
大
脳
皮
質
基
底
核
変
性
症
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
（
ホ
ー
エ

ひ

ン
・
ヤ
ー
ル
の
重
症
度
分
類
が
ス
テ
ー
ジ
三
以
上
で
あ
っ
て
生
活
機
能
障
害
度
が
Ⅱ
度
又
は
Ⅲ
度
の
状
態
に
限
る
。

）
）ハ

ン
チ
ン
ト
ン
病

多
系
統
萎
縮
症
（
線
条
体
黒
質
変
性
症
、
オ
リ
ー
ブ
橋
小
脳
萎
縮
症
、
シ
ャ
イ
・
ド
レ
ー
ガ
ー
症
候
群
）

プ
リ
オ
ン
病
（
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
、
ゲ
ル
ス
ト
マ
ン
・
ス
ト
ロ
イ
ス
ラ
ー
・
シ
ャ
イ
ン
カ
ー
病
、

致
死
性
家
族
性
不
眠
症
）

亜
急
性
硬
化
性
全
脳
炎

仮
性
球
麻
痺ひ

脳
性
麻
痺ひ


